


※端数処理のため、内訳の合計が100%にならない場合があります。（%）
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公共施設の老朽化　24.4%公共施設の老朽化　24.4%5位

働く場所の減少　25.7%働く場所の減少　25.7%3位
地域経済の停滞　25.2%地域経済の停滞　25.2%4位
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　両計
画
の
策
定
に
あ
た
り
、市
民
の
み

な
さ
ん
の
意
見
を
取
り
入
れ
た
計
画
と
す

る
た
め
、市
公
式
L
I
N
E
を
活
用
し
た

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。

　今回
実
施
し
た
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ご
協
力
い

た
だ
い
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は
、市
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、計
画

策
定
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　市
で
は
、ま
ち
づ
く
り
の
方
針
を
定
め
た
本
市
の
最
上
位
計
画
で
あ
る「
第
３
次
甲
斐
市
総
合
計
画
」と
、デ
ジ
タ
ル
の
力
を
活
用
し
た

人
口
減
少
対
策
と
地
域
活
性
化
を
図
る
た
め
の「（
仮
称
）甲
斐
市
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
総
合
戦
略
」を
策
定
し
ま
す
。

第
３
次
総
合
計
画
と

次
期
総
合
戦
略
を
策
定
し
ま
す

第
３
次
総
合
計
画
と

次
期
総
合
戦
略
を
策
定
し
ま
す

市民
ワークショップを
開催します

アンケート実施結果
対象者 市公式LINE登録者16,365人
　　　　　※令和６年２月12日時点 
調査期間 令和６年２月１日～12日
調査内容 甲斐市での生活について
 甲斐市の政策方針について
 ５つの基本目標についてなど
回答者数 1,566人（回答率9.6％）

前回調査（平成31年） 今回調査（令和６年）

とても
暮らしやすい
20.2%

とても
暮らしやすい
20.2%

勧めたい
41.1%
勧めたい
41.1%

勧めたくない
4.5%

勧めたくない
4.5%

どちらとも
いえない
53.8%

どちらとも
いえない
53.8%

どちらとも
いえない
38.2%

どちらとも
いえない
38.2%

無回答
 0.5%
無回答
 0.5%

勧めたい
58.5%
勧めたい
58.5%

とても
暮らしやすい
33.0%

とても
暮らしやすい
33.0%

ある程度暮らしやすい
67.2%

ある程度暮らしやすい
67.2%

ある程度暮らしやすい
61.4%

ある程度暮らしやすい
61.4%

あまり暮らし
やすくない

6.0%

あまり暮らし
やすくない

6.0%

あまり暮らし
やすくない

3.3%

あまり暮らし
やすくない

3.3%

全く暮らし
やすくない
 0.3%

全く暮らし
やすくない
 0.3%

全く暮らしやすくない
0.4%

全く暮らしやすくない
0.4%

どちらともいえない
5.7%

どちらともいえない
5.7%

どちらともいえない
2.0%

どちらともいえない
2.0%

無回答 0.7%無回答 0.7%

前回調査（平成31年） 今回調査（令和６年）

　第3次甲斐市総合計画（令和7
年度～令和16年度）の策定に向
けて、市民のみなさんが未来のま
ちづくりの夢やアイデアなどを考
えるために市民ワークショップを
開催します。

 日時
　7月29日、8月5日・19日の
　月曜日【全3回】
　午後1時30分～4時

 場所
　竜王庁舎

 対象
　高校１年生以上で、市内に在住・
在学・在勤し、全3回の日程に
参加できる人

 定員
　５人（応募多数の場合は抽選）

 申込受付
　６月20日（木）まで
に電話または次の
QRコードから申し
込みください→

 その他
　報酬、交通費等の支給はありま
せん。

■申し込み・問い合わせは…
　経営戦略課（本館３階）
　☎０５５（２７８）１６７８

勧めたくない
3.3%

勧めたくない
3.3%

9割以上の人が暮らしやすいと回答しています。

前回の調査と比べて、勧めたいと回答した人が17%増えました。

甲斐市は暮らしやすいと思いますか。

どのような点について暮らしやすさを感じますか。

今後10年間を考えた時、甲斐市が将来目指すべきま
ちはどれに近いですか。

あなたは、今後どのような分野について、市のデジタ
ル化が進むことを期待しますか。

人口減少、少子高齢化により、地域を取り巻く状況が
転換期を迎えるなか、10～15年先の将来を考えた
時、あなたが不安に感じることは何ですか。

友人や知人に甲斐市に住むことを勧めたいと思いますか。
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けて、市民のみなさんが未来のま
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えるために市民ワークショップを
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　7月29日、8月5日・19日の
　月曜日【全3回】
　午後1時30分～4時

 場所
　竜王庁舎
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　高校１年生以上で、市内に在住・
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障がい者を常
時介護する者

障がい者と住
居・生計を一に
する者

障がい者本人か、障がい者と住
居・生計を一にする者

　こ
の
特
別
徴
収
を
行
っ
て
い
る
会
社
や
事
業
主
を
特
別

徴
収
義
務
者
と
い
い
、特
別
徴
収
義
務
者
に
は
５
月
に
納
税

通
知
書
が
交
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

　個
人
に
は
特
別
徴
収
義
務
者
を
通
じ
て
、税
額
決
定
通
知

書
の
み
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

※

年
金
収
入
も
特
別
徴
収
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、こ
の
場
合
、

年
６
回
に
分
け
て
年
金
か
ら
徴
収
さ
れ
ま
す
。

　軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は
、毎
年
４
月
１
日
現
在
、軽
自

動
車
を
所
有
し
て
い
る
人
に
課
税
さ
れ
、市
に
納
め
て
い
た

だ
く
税
金
で
す
。
４
月
２
日
以
降
に
変
更
手
続
き
を
し
た

場
合
も
、１
年
間
分
課
税
さ
れ
ま
す
。

※

今
年
度
の
納
期
限
は
、７
月
１
日（
月
）で
す
。

　一
定
以
上
の
身
体
障
が
い
者
等
に
対
す
る
軽
自
動
車
税

の
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
。
身
体
障
が
い
者
本
人
が
所
有

す
る
軽
自
動
車（
身
体
障
が
い
者
等
と
住
居
お
よ
び
生
計
を

一
に
す
る
人
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
を
含
む
）で
、１
人
に

身体障がい者等減免適用範囲

運転者、所有者、使用目的の関係

障がいの区分

所有者
障がい者

使用目的

障がいの級別
本人運転の場合 家族運転・常時介護者運転
１級～４級 左に同じ

左に同じ
左に同じ

左に同じ
１級～３級
１級～３級

左に同じ

１級～３級

左に同じ
左に同じ
左に同じ
左に同じ
左に同じ
左に同じ
左に同じ
Ａ

１級（自立支援医療受給者証の
交付を受けている人に限る）精神障害者保健福祉手帳（緑）所持者

療育手帳（紺）所持者

心臓機能障害

視覚障害
聴覚障害

平衡機能障害

音声機能障害

上肢不自由
下肢不自由
体幹不自由

腎臓機能障害
呼吸器機能障害

ぼうこうまたは直腸の機能障害
小腸の機能障害
免疫機能障害
肝臓機能障害

２級・３級
３級

３級（喉頭摘出による音声
機能障害がある場合に限る）

１級・２級
１級～６級　※
１級～３級・５級

１級・２級

１級～６級

１級・３級
１級・３級
１級・３級
１級・３級
１級・３級
１級～３級
１級～３級

乳幼児期以前
の非進行性脳
病変による運
動機能障害

上肢機能

移動機能

身
体
障
害
者
手
帳（
赤
）所
持
者

※身体障害者手帳下肢不自由については、７級に該当する障がいが２以上重複する場合は
　６級とし、本人運転に限り減免の対象となります。
●戦傷病者手帳の適用範囲は税務課に問い合わせください。
●令和6年４月１日時点で適用範囲の人が減免対象となります。

身体障がい者等の
1　通院
2　通学
3　通所
4　生業等

目的は問わない

市
県
民
税（
住
民
税
）と
は

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）と
は

　市
県
民
税
は
、前
年
中（
１
月
か
ら
12
月
）に
一
定
の
所
得

が
あ
る
人
で
、本
年
１
月
１
日
現
在
、市
内
に
住
民
登
録
が

あ
る
人
に
納
め
て
い
た
だ
く
税
金
で
す
。

　ま
た
、市
内
に
住
民
登
録
が
な
い
人
で
も
、市
内
に
事
務

所
・
事
業
所
・
家
屋
敷
が
あ
る
人
に
納
め
て
い
た
だ
く
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　市
県
民
税
を
納
め
る
方
法
は
、
人
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
が
、
主
に『
普
通
徴
収
』と『
特
別
徴
収
』に
分
か
れ
て

い
ま
す
。

●
普
通
徴
収

　納
税
通
知
書
を
交
付
さ
れ
た
個
人
が
直
接
納
付
す
る
方

法
で
す
。
納
期
限
は
６
月
、８
月
、10
月
、１
月
の
末
日
で

す
。
末
日
が
休
日
に
あ
た
る
場
合
は
、翌
平
日
が
納
期
限
と

な
り
ま
す
。

●
特
別
徴
収

　会
社
や
個
人
事
業
主
等
が
従
業
員
か
ら
市
県
民
税
を
給

与
天
引
き
し
、個
人
に
代
わ
っ
て
納
入
す
る
方
法
で
す
。

つ
き
１
台
減
免
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※

普
通
自
動
車
の
減
免
を
受
け
て
い
る
人
、タ
ク
シ
ー
利
用

料
金
の
助
成
を
受
け
て
い
る
人
は
該
当
に
な
り
ま
せ
ん
。

※

令
和
５
年
度
ま
で
に
減
免
を
受
け
た
人
は
、申
請
内
容
に

変
更
が
な
い
限
り
、毎
年
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

〇
減
免
の
手
続
き（
申
請
期
限
）

　６
月
24
日（
月
）ま
で
に
税
務
課
ま
た
は
各
支
所
市
民
地

域
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　な
お
、期
限
を
過
ぎ
る
と
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。

〇
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書

・
身
体
障
害
者
手
帳
・
戦
傷
病
者
手
帳
等

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で
き
る
書
類

 

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
等
）

・
運
転
者
の
運
転
免
許
証

・
車
検
証

※

詳
細
は
、次
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
市
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
↓

■
問
い
合
わ
せ
は…

　税
務
課（
本
館
１
階
）

　☎
0
5
5（
2
7
8
）1
6
6
3

市
県
民
税（
住
民
税
）・軽
自
動
車
税
の
お
知
ら
せ

市
県
民
税（
住
民
税
）・軽
自
動
車
税
の
お
知
ら
せ

市
県
民
税（
住
民
税
）・軽
自
動
車
税
の
お
知
ら
せ

引
っ
越
し
を
し
て
甲
斐
市
に
転
入
を
し
ま
し

た
。市
県
民
税
は
ど
こ
に
納
め
る
の
で
す
か
。

市
県
民
税
は
、課
税
さ
れ
る
年
の
１
月
１
日

現
在
に
住
民
登
録
が
あ
っ
た
市
町
村
で
課
税

さ
れ
ま
す
。令
和
６
年
１
月
２
日
以
降
に
甲

斐
市
に
転
入
し
た
場
合
は
、以
前
に
住
ん
で

い
た
市
町
村
に
市
県
民
税
を
納
め
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

夫
の
社
会
保
険
の
扶
養
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

私
に
市
県
民
税
の
納
税
通
知
書
が
届
く
の
は

ど
う
し
て
で
す
か
。

市
県
民
税
は
前
年
に
収
入
が
あ
っ
た
人
に
対

し
て
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、扶
養
を
さ
れ
て
い

て
も
一
定
以
上
の
収
入
が
あ
る
と
市
県
民
税

が
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

私
は
確
定
申
告
を
し
ま
し
た
が
、確
定
申
告
書

に
記
載
し
た
時
と
市
県
民
税
の
納
税
通
知
書

に
記
載
さ
れ
て
い
る
控
除
の
金
額
が
違
う
の

は
ど
う
し
て
で
す
か
。

配
偶
者
控
除
や
扶
養
控
除
、生
命
保
険
料
控
除

な
ど
は
、所
得
税
の
控
除
額
よ
り
市
県
民
税
の

控
除
額
の
方
が
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。こ
れ

は
、よ
り
多
く
の
人
に
負
担
い
た
だ
く
こ
と

で
、公
共
に
か
か
る
費
用
を
多
く
の
人
で
広
く

負
担
す
る
と
い
う
市
県
民
税
の
性
質
に
よ
る

も
の
で
す
。

今
年
の
２
月
に
夫
が
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、

市
県
民
税
は
支
払
わ
な
い
と
い
け
な
い
の
で

す
か
。

市
県
民
税
の
基
準
日
は
そ
の
年
の
１
月
１
日

の
た
め
、今
年
度
分
は
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。給
与
や
年
金
か
ら
引
か
れ
て
い

た
人
に
は
、天
引
き
で
き
な
い
分
の
市
県
民
税

の
納
付
書
を
郵
送
し
ま
す
。郵
送
に
当
た
り
、

相
続
人
の
中
か
ら
代
表
者
を
決
め
て
い
た
だ

く
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、相
続
人
代
表
者
指

定
届
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　令
和
６
年
度
の
市
県
民
税（
住
民
税
）お
よ
び
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
納
税
通
知
書
を
、６
月
上
旬
に
そ
れ
ぞ
れ
郵
送
し
ま
す
。

お
手
元
に
届
か
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　市
税
等
の
納
付
は
、便
利
な
コ
ン
ビ
ニ
納
付
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
、ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
で
の
お
支
払
い
や     

口
座
振
替
な
ど
を
利
用
し
、市
税
の
納
期
内
で
の
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

納
税
方
法

軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度

Ａ
１級（自立支援医療受給者証の
交付を受けている人に限る）

質
問
質
問
質
問
よ
く
あ
る

よ
く
あ
る

よ
く
あ
る

よ
く
あ
る

よ
く
あ
る

よ
く
あ
る

運転者
障がい者本人

障がい者本人か、障がい者と住
居・生計を一にする者（未成年者
もしくは70歳以上の者に限る）
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障がい者を常
時介護する者

障がい者と住
居・生計を一に
する者

障がい者本人か、障がい者と住
居・生計を一にする者

　こ
の
特
別
徴
収
を
行
っ
て
い
る
会
社
や
事
業
主
を
特
別

徴
収
義
務
者
と
い
い
、特
別
徴
収
義
務
者
に
は
５
月
に
納
税

通
知
書
が
交
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

　個
人
に
は
特
別
徴
収
義
務
者
を
通
じ
て
、税
額
決
定
通
知

書
の
み
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

※

年
金
収
入
も
特
別
徴
収
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、こ
の
場
合
、

年
６
回
に
分
け
て
年
金
か
ら
徴
収
さ
れ
ま
す
。

　軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は
、毎
年
４
月
１
日
現
在
、軽
自

動
車
を
所
有
し
て
い
る
人
に
課
税
さ
れ
、市
に
納
め
て
い
た

だ
く
税
金
で
す
。
４
月
２
日
以
降
に
変
更
手
続
き
を
し
た

場
合
も
、１
年
間
分
課
税
さ
れ
ま
す
。

※

今
年
度
の
納
期
限
は
、７
月
１
日（
月
）で
す
。

　一
定
以
上
の
身
体
障
が
い
者
等
に
対
す
る
軽
自
動
車
税

の
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
。
身
体
障
が
い
者
本
人
が
所
有

す
る
軽
自
動
車（
身
体
障
が
い
者
等
と
住
居
お
よ
び
生
計
を

一
に
す
る
人
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
を
含
む
）で
、１
人
に

身体障がい者等減免適用範囲

運転者、所有者、使用目的の関係

障がいの区分

所有者
障がい者

使用目的

障がいの級別
本人運転の場合 家族運転・常時介護者運転
１級～４級 左に同じ

左に同じ
左に同じ

左に同じ
１級～３級
１級～３級

左に同じ

１級～３級

左に同じ
左に同じ
左に同じ
左に同じ
左に同じ
左に同じ
左に同じ
Ａ

１級（自立支援医療受給者証の
交付を受けている人に限る）精神障害者保健福祉手帳（緑）所持者

療育手帳（紺）所持者

心臓機能障害

視覚障害
聴覚障害

平衡機能障害

音声機能障害

上肢不自由
下肢不自由
体幹不自由

腎臓機能障害
呼吸器機能障害

ぼうこうまたは直腸の機能障害
小腸の機能障害
免疫機能障害
肝臓機能障害

２級・３級
３級

３級（喉頭摘出による音声
機能障害がある場合に限る）

１級・２級
１級～６級　※
１級～３級・５級

１級・２級

１級～６級

１級・３級
１級・３級
１級・３級
１級・３級
１級・３級
１級～３級
１級～３級

乳幼児期以前
の非進行性脳
病変による運
動機能障害

上肢機能

移動機能

身
体
障
害
者
手
帳（
赤
）所
持
者

※身体障害者手帳下肢不自由については、７級に該当する障がいが２以上重複する場合は
　６級とし、本人運転に限り減免の対象となります。
●戦傷病者手帳の適用範囲は税務課に問い合わせください。
●令和6年４月１日時点で適用範囲の人が減免対象となります。

身体障がい者等の
1　通院
2　通学
3　通所
4　生業等

目的は問わない

市
県
民
税（
住
民
税
）と
は

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）と
は

　市
県
民
税
は
、前
年
中（
１
月
か
ら
12
月
）に
一
定
の
所
得

が
あ
る
人
で
、本
年
１
月
１
日
現
在
、市
内
に
住
民
登
録
が

あ
る
人
に
納
め
て
い
た
だ
く
税
金
で
す
。

　ま
た
、市
内
に
住
民
登
録
が
な
い
人
で
も
、市
内
に
事
務

所
・
事
業
所
・
家
屋
敷
が
あ
る
人
に
納
め
て
い
た
だ
く
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　市
県
民
税
を
納
め
る
方
法
は
、
人
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
が
、
主
に『
普
通
徴
収
』と『
特
別
徴
収
』に
分
か
れ
て

い
ま
す
。

●
普
通
徴
収

　納
税
通
知
書
を
交
付
さ
れ
た
個
人
が
直
接
納
付
す
る
方

法
で
す
。
納
期
限
は
６
月
、８
月
、10
月
、１
月
の
末
日
で

す
。
末
日
が
休
日
に
あ
た
る
場
合
は
、翌
平
日
が
納
期
限
と

な
り
ま
す
。

●
特
別
徴
収

　会
社
や
個
人
事
業
主
等
が
従
業
員
か
ら
市
県
民
税
を
給

与
天
引
き
し
、個
人
に
代
わ
っ
て
納
入
す
る
方
法
で
す
。

つ
き
１
台
減
免
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※

普
通
自
動
車
の
減
免
を
受
け
て
い
る
人
、タ
ク
シ
ー
利
用

料
金
の
助
成
を
受
け
て
い
る
人
は
該
当
に
な
り
ま
せ
ん
。

※

令
和
５
年
度
ま
で
に
減
免
を
受
け
た
人
は
、申
請
内
容
に

変
更
が
な
い
限
り
、毎
年
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

〇
減
免
の
手
続
き（
申
請
期
限
）

　６
月
24
日（
月
）ま
で
に
税
務
課
ま
た
は
各
支
所
市
民
地

域
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　な
お
、期
限
を
過
ぎ
る
と
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。

〇
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書

・
身
体
障
害
者
手
帳
・
戦
傷
病
者
手
帳
等

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で
き
る
書
類

 

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
等
）

・
運
転
者
の
運
転
免
許
証

・
車
検
証

※

詳
細
は
、次
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
市
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
↓

■
問
い
合
わ
せ
は…

　税
務
課（
本
館
１
階
）

　☎
0
5
5（
2
7
8
）1
6
6
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市
県
民
税（
住
民
税
）・軽
自
動
車
税
の
お
知
ら
せ

市
県
民
税（
住
民
税
）・軽
自
動
車
税
の
お
知
ら
せ

市
県
民
税（
住
民
税
）・軽
自
動
車
税
の
お
知
ら
せ

引
っ
越
し
を
し
て
甲
斐
市
に
転
入
を
し
ま
し

た
。市
県
民
税
は
ど
こ
に
納
め
る
の
で
す
か
。

市
県
民
税
は
、課
税
さ
れ
る
年
の
１
月
１
日

現
在
に
住
民
登
録
が
あ
っ
た
市
町
村
で
課
税

さ
れ
ま
す
。令
和
６
年
１
月
２
日
以
降
に
甲

斐
市
に
転
入
し
た
場
合
は
、以
前
に
住
ん
で

い
た
市
町
村
に
市
県
民
税
を
納
め
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

夫
の
社
会
保
険
の
扶
養
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

私
に
市
県
民
税
の
納
税
通
知
書
が
届
く
の
は

ど
う
し
て
で
す
か
。

市
県
民
税
は
前
年
に
収
入
が
あ
っ
た
人
に
対

し
て
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、扶
養
を
さ
れ
て
い

て
も
一
定
以
上
の
収
入
が
あ
る
と
市
県
民
税

が
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

私
は
確
定
申
告
を
し
ま
し
た
が
、確
定
申
告
書

に
記
載
し
た
時
と
市
県
民
税
の
納
税
通
知
書

に
記
載
さ
れ
て
い
る
控
除
の
金
額
が
違
う
の

は
ど
う
し
て
で
す
か
。

配
偶
者
控
除
や
扶
養
控
除
、生
命
保
険
料
控
除

な
ど
は
、所
得
税
の
控
除
額
よ
り
市
県
民
税
の

控
除
額
の
方
が
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。こ
れ

は
、よ
り
多
く
の
人
に
負
担
い
た
だ
く
こ
と

で
、公
共
に
か
か
る
費
用
を
多
く
の
人
で
広
く

負
担
す
る
と
い
う
市
県
民
税
の
性
質
に
よ
る

も
の
で
す
。

今
年
の
２
月
に
夫
が
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、

市
県
民
税
は
支
払
わ
な
い
と
い
け
な
い
の
で

す
か
。

市
県
民
税
の
基
準
日
は
そ
の
年
の
１
月
１
日

の
た
め
、今
年
度
分
は
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。給
与
や
年
金
か
ら
引
か
れ
て
い

た
人
に
は
、天
引
き
で
き
な
い
分
の
市
県
民
税

の
納
付
書
を
郵
送
し
ま
す
。郵
送
に
当
た
り
、

相
続
人
の
中
か
ら
代
表
者
を
決
め
て
い
た
だ

く
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、相
続
人
代
表
者
指

定
届
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　令
和
６
年
度
の
市
県
民
税（
住
民
税
）お
よ
び
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
納
税
通
知
書
を
、６
月
上
旬
に
そ
れ
ぞ
れ
郵
送
し
ま
す
。

お
手
元
に
届
か
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　市
税
等
の
納
付
は
、便
利
な
コ
ン
ビ
ニ
納
付
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
、ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
で
の
お
支
払
い
や     

口
座
振
替
な
ど
を
利
用
し
、市
税
の
納
期
内
で
の
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

納
税
方
法

軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度

Ａ
１級（自立支援医療受給者証の
交付を受けている人に限る）

質
問
質
問
質
問
よ
く
あ
る

よ
く
あ
る

よ
く
あ
る

よ
く
あ
る

よ
く
あ
る

よ
く
あ
る

運転者
障がい者本人

障がい者本人か、障がい者と住
居・生計を一にする者（未成年者
もしくは70歳以上の者に限る）
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次
に
該
当
す
る
人
は

森
林
環
境
税
が
課
税
さ
れ
ま
せ
ん

 

・ 

そ
の
年
の
１
月
１
日
現
在
、生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ

る
生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
人

 

・
障
が
い
者
、未
成
年
者
、寡
婦
、ひ
と
り
親
で
前
年
中

の
合
計
所
得
金
額
が
１
３
５
万
円
以
下
の
人

 

・
前
年
中
の
合
計
所
得
金
額
が
次
の
金
額
以
下
の
人

①
税
制
上
の
扶
養
親
族
が
い
な
い
人
　３８
万
円

②
税
制
上
の
扶
養
親
族
が
い
る
人
　２８
万
円×

（
扶
養
親

族
の
数
＋
１
）＋
１６
万
８
千
円
＋
１０
万
円

■
問
い
合
わ
せ
は…

　税
務
課（
本
館
１
階
）

　☎
０
５
５（
２
７
８
）１
６
６
３

森
林
環
境
税
と
は 

　温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
目
標
の
達
成
や
、土
砂
崩

れ
、浸
水
と
い
っ
た
自
然
災
害
を
防
ぐ
た
め
に
、森
林
整

備
等
に
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
目
的
で
創
設
さ
れ
た

国
税
で
す
。
令
和
６
年
度
か
ら
、国
内
に
住
所
を
有
す
る

個
人
に
対
し
て
１
人
年
額
１
、０
０
０
円
が
課
税
さ
れ
、

市
県
民
税
の
均
等
割
と
併
せ
て
市
が
徴
収
し
ま
す
。

森
林
環
境
税
と
個
人
住
民
税
均
等
割
の
課
税
額

　東
日
本
大
震
災
の
復
興
増

税
分
と
し
て
、市
県
民
税
の
均

等
割
額
が
平
成
２６
年
度
か
ら

１０
年
間
、そ
れ
ぞ
れ
５
０
０
円

ず
つ
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、こ
の
臨
時
的
措
置
が
令

和
５
年
度
で
終
了
し
、令
和
６

年
度
か
ら
新
た
に
森
林
環
境

税
が
導
入
さ
れ
ま
す
。
こ
の

た
め
、森
林
環
境
税
と
市
県

民
税
均
等
割
を
合
わ
せ
た
税

額
は
、令
和
６
年
度
以
降
も

年
額
５
、５
０
０
円
で
変
わ
り

ま
せ
ん
。

令
和
６
年
度
か
ら

森
林
環
境
税 

の

課
税
が
始
ま
り
ま
す
（国税）

令
和
６
年
度
か
ら

森
林
環
境
税 

の

課
税
が
始
ま
り
ま
す
（国税）

令和5年度まで

合計 5,500円 合計 5,500円

令和6年度～

国
税

市
民
税
・
県
民
税 税　目 R5年度まで R６年度以降

国　税
県民税
市民税

森林環境税
個人住民税
均等割

計

ー
２，０００円
３，５００円
５，５００円

１，０００円
１，５００円
３，０００円
５，５００円

森林環境税と個人住民税均等割の課税額

森林環境税
1,000円

県民税均等割
1,500円

市民税均等割
3,000円

県民税均等割
2,000円

市民税均等割
3,500円

注
意
事
項

 

・ 

定
額
減
税
の
特
別
控
除
は
、他
の
税
額
控
除
の
額
を
控
除

し
た
後
の
所
得
割
額
に
適
用
し
ま
す
。

 

・ 「
ふ
る
さ
と
納
税
の
特
例
控
除
額
の
控
除
限
度
額
」「
年
金

特
別
徴
収
の
翌
年
度
仮
徴
収
税
額（
令
和
７
年
４
月
、６

月
、８
月
）」の
算
定
基
礎
と
な
る
令
和
６
年
度
分
の
所
得

割
額
は
定
額
減
税
前
の
所
得
割
額
で
計
算
を
行
う
た
め
、

定
額
減
税
の
影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

・ 

定
額
減
税
で
控
除
さ
れ
る
金
額
が
定
額
減
税
控
除
前
の
税

額
を
上
回
り
、減
税
し
き
れ
な
い
人
に
は
、別
途
、調
整
給

付
金
を
支
給
し
ま
す（
詳
細
が
決
ま
り
次
第
お
知
ら
せ
）。

■
問
い
合
わ
せ
は…

 

・
所
得
税
の
定
額
減
税
に
関
す
る
こ
と

国
税
庁
所
得
税
定
額
減
税
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０（
０
２
）４
５
６
２

 

・
市
県
民
税
の
定
額
減
税
に
関
す
る
こ
と

税
務
課（
本
館
１
階
）

☎
０
５
５（
２
７
８
）１
６
６
３

③
公
的
年
金
等
の
雑
所
得
に
か
か
る
特
別

徴
収（
年
金
天
引
き
）の
場
合

令
和
６
年
10
月
支
払
分
の
年
金
よ
り
天

引
き
さ
れ
る
税
額
か
ら
、特
別
控
除
を

行
い
、控
除
し
き
れ
な
い
税
額
は
12
月
支

払
分
以
降
の
税
額
か
ら
順
次
控
除
を
行

い
ま
す
。

②
普
通
徴
収（
納
付
書
や
口
座
振
替
）の
場
合

第
１
期
分
の
税
額
か
ら
特
別
控
除
を
行

い
、
控
除
し
き
れ
な
い
税
額
は
第
２
期
以

降
の
税
額
か
ら
順
次
控
除
を
行
い
ま
す
。

①
給
与
所
得
に
か
か
る
特
別
徴
収（
給
与

天
引
き
）の
場
合

令
和
６
年
６
月
分
の
給
与
天
引
き
を
行

わ
ず
、特
別
控
除
後
の
税
額
を
11
分
割

し
、令
和
６
年
７
月
分
か
ら
令
和
７
年
５

月
分
ま
で
給
与
天
引
き
を
行
い
ま
す
。

 

定
額
減
税
の
対
象

　令
和
６
年
度
の
市
県
民
税
に
係
る
合
計
所
得
金
額
が
１
、

８
０
５
万
円
以
下
の
納
税
義
務
者
。
た
だ
し
、次
に
該
当
す

る
人
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

○
市
県
民
税
が
非
課
税
の
人

○
市
県
民
税
均
等
割（
以
下
、均
等
割
）・
森
林
環
境
税（
国

税
）の
み
課
税
の
人

 

定
額
減
税
の
算
出
方
法

　令
和
６
年
度
市
県
民
税
は
、納
税
義
務
者
の
所
得
割
額
か

ら
、次
の
減
税
額
の
合
計
額
を
控
除
し
ま
す
。

①
本
人
　１
万
円

②
控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
親
族（
国
外
居
住
者
を
除

く
） 

１
人
に
つ
き
　１
万
円

【
例
】納
税
義
務
者
、控
除
対
象
配
偶
者
、扶
養
の
子
ど
も
２

人
の
場
合
の
定
額
減
税
額

　（納
税
義
務
者（
本
人
）+

３
人
）×

１
万
円
＝
４
万
円

※

減
税
額
の
合
計
額
が
納
税
義
務
者
の
所
得
割
額
を
超
え

る
場
合
は
、所
得
割
額
が
限
度
額
で
す
。

※

控
除
対
象
配
偶
者
を
除
く
同
一
生
計
配
偶
者
は
、令
和
７

年
度
分
の
所
得
割
額
か
ら
控
除
し
ま
す
。

　賃
金
上
昇
が
物
価
高
に
追
い
つ
い
て
い
な
い
国
民
の
負
担
を
緩
和
す
る
た
め
、デ
フ
レ
脱
却
の
た
め
の
一
時
的
な

措
置
と
し
て
、令
和
６
年
度
市
県
民
税
の
特
別
税
額
控
除（
定
額
減
税
）が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

 

定
額
減
税
の
実
施
方
法

市
県
民
税
の
定
額
減
税

市
県
民
税
の
定
額
減
税

定額減税の実施方法【図解】 令
和
６
年
度

②普通徴収（納付書や口座振替）の場合

通
　常

定
額
減
税
後

税
負
担

R６.６月（第１期） 10月（第３期） R７.１月（第４期）

税
負
担

第１期から控除（控除しきれない場合は第２期から順次控除）

８月（第2期）

R６.６月（第１期） 10月（第３期） R７.１月（第４期）８月（第2期）

①給与所得にかかる特別徴収（給与天引き）の場合

通
　常

定
額
減
税
後

税
負
担

税
負
担

R６.６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 R７.１月２月 ３月 ４月 ５月

６月分は徴収されません
R６.６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 R７.１月２月 ３月 ４月 ５月

③公的年金等の雑所得にかかる特別徴収（年金天引き）の場合

通
　常

定
額
減
税
後

税
負
担

仮特別徴収税額
（前年度分の税額の1/2を3期で徴収）

特別徴収税額
（前年度分の税額から仮特別徴収税額を

除いた税額を３期で徴収）

10月R６.４月 ６月 ８月 12月 R７.２月

10月分から控除（控除しきれない場合は12月分から順次控除）

R５に確定・通知済み

10月R６.４月 ６月 ８月 12月 R７.２月

税
負
担

66広報 甲斐  6月号広報 甲斐  6月号

次
に
該
当
す
る
人
は

森
林
環
境
税
が
課
税
さ
れ
ま
せ
ん

 

・ 

そ
の
年
の
１
月
１
日
現
在
、生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ

る
生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
人

 

・
障
が
い
者
、未
成
年
者
、寡
婦
、ひ
と
り
親
で
前
年
中

の
合
計
所
得
金
額
が
１
３
５
万
円
以
下
の
人

 

・
前
年
中
の
合
計
所
得
金
額
が
次
の
金
額
以
下
の
人

①
税
制
上
の
扶
養
親
族
が
い
な
い
人
　３８
万
円

②
税
制
上
の
扶
養
親
族
が
い
る
人
　２８
万
円×

（
扶
養
親

族
の
数
＋
１
）＋
１６
万
８
千
円
＋
１０
万
円

■
問
い
合
わ
せ
は…

　税
務
課（
本
館
１
階
）

　☎
０
５
５（
２
７
８
）１
６
６
３

森
林
環
境
税
と
は 

　温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
目
標
の
達
成
や
、土
砂
崩

れ
、浸
水
と
い
っ
た
自
然
災
害
を
防
ぐ
た
め
に
、森
林
整

備
等
に
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
目
的
で
創
設
さ
れ
た

国
税
で
す
。
令
和
６
年
度
か
ら
、国
内
に
住
所
を
有
す
る

個
人
に
対
し
て
１
人
年
額
１
、０
０
０
円
が
課
税
さ
れ
、

市
県
民
税
の
均
等
割
と
併
せ
て
市
が
徴
収
し
ま
す
。

森
林
環
境
税
と
個
人
住
民
税
均
等
割
の
課
税
額

　東
日
本
大
震
災
の
復
興
増

税
分
と
し
て
、市
県
民
税
の
均

等
割
額
が
平
成
２６
年
度
か
ら

１０
年
間
、そ
れ
ぞ
れ
５
０
０
円

ず
つ
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、こ
の
臨
時
的
措
置
が
令

和
５
年
度
で
終
了
し
、令
和
６

年
度
か
ら
新
た
に
森
林
環
境

税
が
導
入
さ
れ
ま
す
。
こ
の

た
め
、森
林
環
境
税
と
市
県

民
税
均
等
割
を
合
わ
せ
た
税

額
は
、令
和
６
年
度
以
降
も

年
額
５
、５
０
０
円
で
変
わ
り

ま
せ
ん
。

令
和
６
年
度
か
ら

森
林
環
境
税 

の

課
税
が
始
ま
り
ま
す
（国税）

令
和
６
年
度
か
ら

森
林
環
境
税 

の

課
税
が
始
ま
り
ま
す
（国税）

令和5年度まで

合計 5,500円 合計 5,500円

令和6年度～

国
税

市
民
税
・
県
民
税 税　目 R5年度まで R６年度以降

国　税
県民税
市民税

森林環境税
個人住民税
均等割

計

ー
２，０００円
３，５００円
５，５００円

１，０００円
１，５００円
３，０００円
５，５００円

森林環境税と個人住民税均等割の課税額

森林環境税
1,000円

県民税均等割
1,500円

市民税均等割
3,000円

県民税均等割
2,000円

市民税均等割
3,500円

注
意
事
項

 

・ 

定
額
減
税
の
特
別
控
除
は
、他
の
税
額
控
除
の
額
を
控
除

し
た
後
の
所
得
割
額
に
適
用
し
ま
す
。

 

・ 「
ふ
る
さ
と
納
税
の
特
例
控
除
額
の
控
除
限
度
額
」「
年
金

特
別
徴
収
の
翌
年
度
仮
徴
収
税
額（
令
和
７
年
４
月
、６

月
、８
月
）」の
算
定
基
礎
と
な
る
令
和
６
年
度
分
の
所
得

割
額
は
定
額
減
税
前
の
所
得
割
額
で
計
算
を
行
う
た
め
、

定
額
減
税
の
影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

・ 

定
額
減
税
で
控
除
さ
れ
る
金
額
が
定
額
減
税
控
除
前
の
税

額
を
上
回
り
、減
税
し
き
れ
な
い
人
に
は
、別
途
、調
整
給

付
金
を
支
給
し
ま
す（
詳
細
が
決
ま
り
次
第
お
知
ら
せ
）。

■
問
い
合
わ
せ
は…

 

・
所
得
税
の
定
額
減
税
に
関
す
る
こ
と

国
税
庁
所
得
税
定
額
減
税
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０（
０
２
）４
５
６
２

 

・
市
県
民
税
の
定
額
減
税
に
関
す
る
こ
と

税
務
課（
本
館
１
階
）

☎
０
５
５（
２
７
８
）１
６
６
３

③
公
的
年
金
等
の
雑
所
得
に
か
か
る
特
別

徴
収（
年
金
天
引
き
）の
場
合

令
和
６
年
10
月
支
払
分
の
年
金
よ
り
天

引
き
さ
れ
る
税
額
か
ら
、特
別
控
除
を

行
い
、控
除
し
き
れ
な
い
税
額
は
12
月
支

払
分
以
降
の
税
額
か
ら
順
次
控
除
を
行

い
ま
す
。

②
普
通
徴
収（
納
付
書
や
口
座
振
替
）の
場
合

第
１
期
分
の
税
額
か
ら
特
別
控
除
を
行

い
、
控
除
し
き
れ
な
い
税
額
は
第
２
期
以

降
の
税
額
か
ら
順
次
控
除
を
行
い
ま
す
。

①
給
与
所
得
に
か
か
る
特
別
徴
収（
給
与

天
引
き
）の
場
合

令
和
６
年
６
月
分
の
給
与
天
引
き
を
行

わ
ず
、特
別
控
除
後
の
税
額
を
11
分
割

し
、令
和
６
年
７
月
分
か
ら
令
和
７
年
５

月
分
ま
で
給
与
天
引
き
を
行
い
ま
す
。

 

定
額
減
税
の
対
象

　令
和
６
年
度
の
市
県
民
税
に
係
る
合
計
所
得
金
額
が
１
、

８
０
５
万
円
以
下
の
納
税
義
務
者
。
た
だ
し
、次
に
該
当
す

る
人
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

○
市
県
民
税
が
非
課
税
の
人

○
市
県
民
税
均
等
割（
以
下
、均
等
割
）・
森
林
環
境
税（
国

税
）の
み
課
税
の
人

 

定
額
減
税
の
算
出
方
法

　令
和
６
年
度
市
県
民
税
は
、納
税
義
務
者
の
所
得
割
額
か

ら
、次
の
減
税
額
の
合
計
額
を
控
除
し
ま
す
。

①
本
人
　１
万
円

②
控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
親
族（
国
外
居
住
者
を
除

く
） 

１
人
に
つ
き
　１
万
円

【
例
】納
税
義
務
者
、控
除
対
象
配
偶
者
、扶
養
の
子
ど
も
２

人
の
場
合
の
定
額
減
税
額

　（納
税
義
務
者（
本
人
）+

３
人
）×

１
万
円
＝
４
万
円

※

減
税
額
の
合
計
額
が
納
税
義
務
者
の
所
得
割
額
を
超
え

る
場
合
は
、所
得
割
額
が
限
度
額
で
す
。

※

控
除
対
象
配
偶
者
を
除
く
同
一
生
計
配
偶
者
は
、令
和
７

年
度
分
の
所
得
割
額
か
ら
控
除
し
ま
す
。

　賃
金
上
昇
が
物
価
高
に
追
い
つ
い
て
い
な
い
国
民
の
負
担
を
緩
和
す
る
た
め
、デ
フ
レ
脱
却
の
た
め
の
一
時
的
な

措
置
と
し
て
、令
和
６
年
度
市
県
民
税
の
特
別
税
額
控
除（
定
額
減
税
）が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

 

定
額
減
税
の
実
施
方
法

市
県
民
税
の
定
額
減
税

市
県
民
税
の
定
額
減
税

定額減税の実施方法【図解】 令
和
６
年
度

②普通徴収（納付書や口座振替）の場合

通
　常

定
額
減
税
後

税
負
担

R６.６月（第１期） 10月（第３期） R７.１月（第４期）

税
負
担

第１期から控除（控除しきれない場合は第２期から順次控除）

８月（第2期）

R６.６月（第１期） 10月（第３期） R７.１月（第４期）８月（第2期）

①給与所得にかかる特別徴収（給与天引き）の場合

通
　常

定
額
減
税
後

税
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担

税
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担

R６.６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 R７.１月２月 ３月 ４月 ５月

６月分は徴収されません
R６.６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 R７.１月２月 ３月 ４月 ５月

③公的年金等の雑所得にかかる特別徴収（年金天引き）の場合

通
　常

定
額
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R５に確定・通知済み

10月R６.４月 ６月 ８月 12月 R７.２月

税
負
担
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地
球
温
暖
化
と
は…

　地球
の
表
面
は
太
陽
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で

温
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　人々
の
生
活
に
よ
り
、石
油
や
石
炭
、天

然
ガ
ス
を
燃
や
し
て
電
気
を
作
っ
た
り
、

自
動
車
や
飛
行
機
を
動
か
し
た
り
す
る
と
、

市は、2050年までに
二酸化炭素（CO₂）排出
量の実質ゼロを目指す
「ゼロカーボンシティ宣
言」をしています。

■問い合わせは…脱炭素社会推進課（本館２階）　☎055（267）6559

二
酸
化
炭
素（
C
O

²）や
メ
タ
ン
な
ど
の

「
温
室
効
果
ガ
ス
」が
増
え
て
い
き
ま
す
。

こ
の
温
室
効
果
ガ
ス
が
増
え
す
ぎ
る
と
、

太
陽
か
ら
の
熱
が
宇
宙
に
逃
げ
ず
に
た

ま
っ
て
し
ま
い
、地
球
全
体
の
気
温
が
上

が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
を
地
球
温
暖

化
と
い
い
ま
す
。

 

こ
の
ま
ま
気
温
が
上
が
り
続
け
る
と…

○
気
温
の
変
化

　

す
ご
く
暑
い
日
が
増
え
た
り
、寒
い
日

が
減
っ
た
り
し
ま
す
。

○
海
面
の
上
昇

　

氷
河
が
溶
け
た
り
、海
水
の
体
積
が
増

え
た
り
す
る
こ
と
で
海
面
が
上
昇
し
、低

い
土
地
が
海
に
沈
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

○
自
然
環
境
へ
の
影
響

植
物
や
動
物
が
、今
ま
で
い
た
場
所
に

住
め
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、大
雨

な
ど
の
自
然
災
害
が
発
生
し
や
す
く

な
っ
た
り
し
ま
す
。

○
健
康
被
害

熱
中
症
が
増
え
た
り
、マ
ラ
リ
ア
な
ど

の
感
染
症
が
増
え
た
り
す
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　その
た
め
、地
球
温
暖
化
の
原
因
と
な

る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
抑
え
、気
温

の
上
昇
を
食
い
止
め
る
取
り
組
み
が
必
要

で
す
。

熱の放出が少なく
余分な熱が残ってしまう太陽の熱

宇宙に余分な熱が
放出される

地球を温めている
適度な濃さの温室効果ガスの層

太
陽
の
熱

二酸化炭素などが増えて
濃くなった温室効果ガスの層

木や草は
CO₂を吸収し、
O₂（酸素）を
出しています

いまむかし

　温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることで
す。つまり、温室効果ガスの排出量から、森林等による
吸収量を差し引いて、合計を実質ゼロにすることを意味
しています。
　一般的に「ゼロカーボン」「脱炭素」も「カーボンニュー
トラル」と同じ意味で使われていて、実質的にCO₂排出
がゼロになった社会を「脱炭素社会」といいます。温室効
果ガスの中で、特にCO₂が取り上げられているのは、温
室効果ガスのうち、生活や経済活動において発生する
CO₂が大半を占めているからです。

＋CO₂
＋CO₂

2050年

ｰCO₂

地球温暖化と脱炭素

カーボンニュートラルとは？

file.1

　昭
和
48
年
に
県
警
入
り
。
主
に
交
通

部
門
を
担
当
し
、
高
速
隊
で
オ
ウ
ム
真

理
教
の
関
係
車
両
確
認
を
通
じ
て
実
態

把
握
に
努
め
た
こ
と
が
印
象
深
い
そ
う

で
す
。
出
会
っ
た
人
の
寛
大
さ
に
救
わ

れ
、
多
く
を
学
ん
だ
と
話
し
ま
す
。

　昭
和
52
年
に
甲
府
刑
務
所
の
刑
務
官

に
な
り
、
長
年
に
わ
た
り
、
受
刑
者
が

作
っ
た
製
品
の
管
理
や
作
業
の
指
導
な

ど
を
担
当
。
妻
や
職
場
の
仲
間
の
助
け

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
と
、
支
え
て
く
れ

た
人
に
感
謝
し
た
い
と
話
し
ま
す
。

　昭
和
47
年
に
甲
府
市
消
防
本
部
入

り
。
特
別
救
助
隊
結
成
時
に
隊
員
に
任

命
さ
れ
、
人
命
救
助
に
尽
力
。
市
民
の

命
と
財
産
を
守
る
こ
と
を
常
に
意
識
し

て
き
た
と
振
り
返
り
、
支
え
て
く
れ
た

人
に
感
謝
し
た
い
と
話
し
ま
す
。

　昭
和
29
年
に
警
察
庁
入
り
し
、
約
40

年
間
、
関
東
管
区
警
察
局
山
梨
県
通
信

部
に
勤
務
。
警
察
官
が
使
用
す
る
通
信

機
の
自
動
充
電
装
置
開
発
が
印
象
深
い

そ
う
で
す
。
指
導
し
て
い
た
だ
い
た
先

輩
方
に
感
謝
し
た
い
と
話
し
ま
す
。

　昭
和
48
年
に
県
警
入
り
。
平
成
５
年

に
発
生
し
た
甲
府
信
用
金
庫
の
女
性
職

員
誘
拐
殺
人
事
件
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

事
件
の
捜
査
に
関
わ
り
、
容
疑
者
の
逮

捕
に
貢
献
。
長
い
間
支
え
て
く
れ
た
妻

に
感
謝
し
た
い
と
話
し
ま
す
。

　昭
和
48
年
に
県
庁
入
り
し
、
福
祉
や

税
務
な
ど
幅
広
い
分
野
の
業
務
を
担

当
。
平
成
21
年
に
は
、
商
工
労
働
部
長

を
務
め
、
企
業
支
援
や
雇
用
確
保
に
尽

力
さ
れ
ま
し
た
。
家
族
な
ど
支
え
て
く

れ
た
人
に
感
謝
し
た
い
と
話
し
ま
す
。

　昭
和
45
年
に
県
警
入
り
。
主
に
刑
事

部
門
を
担
当
し
、
南
部
署
長
な
ど
を
歴

任
。
県
警
保
安
課
時
代
に
、
甲
府
市
内

の
路
上
で
刃
物
を
振
り
回
し
て
い
た
薬

物
中
毒
の
男
を
取
り
押
さ
え
た
こ
と
が

印
象
に
残
っ
て
い
る
と
話
し
ま
す
。

　昭
和
60
年
に
旧
竜
王
町
消
防
団
に
入

団
し
、
市
消
防
団
副
団
長
を
務
め
る
な

ど
、
34
年
に
わ
た
り
地
域
防
災
に
尽
力
。

多
く
の
人
と
出
会
え
た
こ
と
は
財
産
で

あ
り
、
活
動
を
理
解
し
、
支
え
て
く
れ
た

家
族
に
感
謝
し
た
い
と
話
し
ま
す
。

　長
年
に
わ
た
り
、各
分
野
で
活
躍
、貢
献
さ
れ
た
方
々
に
、こ
の
ほ
ど
春
の
叙
勲
、危
険
業
務
従
事
者
叙
勲
が
贈
ら
れ
、本
市
か
ら
は
８
名
が

受
章
さ
れ
ま
し
た
。受
章
さ
れ
た
み
な
さ
ん
の
功
労
・
功
績
を
讃
え
、ご
紹
介
し
ま
す
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

叙
勲
受
章

花形 友夫さん
（中下条）

瑞宝単光章
はながた ともお

瑞宝単光章

横森 弘光さん
（富竹新田）

よこもり ひろみつ

中島 一秋さん
（富竹新田）

瑞宝単光章
なかじま かずあきにしやま けんじ

西山 健兒さん
（竜王新町）

瑞宝単光章

ささき まこと
佐々木 誠さん

（玉川）

瑞宝単光章

小林 正明さん
（玉川）

瑞宝単光章
こばやし まさあき

輿水 修策さん
（宇津谷）

瑞宝小綬章
こしみず しゅうさく

成澤 廣之さん
（大垈）

瑞宝双光章
なりさわ ひろゆき
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出しています
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　温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることで
す。つまり、温室効果ガスの排出量から、森林等による
吸収量を差し引いて、合計を実質ゼロにすることを意味
しています。
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トラル」と同じ意味で使われていて、実質的にCO₂排出
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果ガスの中で、特にCO₂が取り上げられているのは、温
室効果ガスのうち、生活や経済活動において発生する
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に
感
謝
し
た
い
と
話
し
ま
す
。

　昭
和
48
年
に
県
庁
入
り
し
、
福
祉
や

税
務
な
ど
幅
広
い
分
野
の
業
務
を
担

当
。
平
成
21
年
に
は
、
商
工
労
働
部
長

を
務
め
、
企
業
支
援
や
雇
用
確
保
に
尽

力
さ
れ
ま
し
た
。
家
族
な
ど
支
え
て
く

れ
た
人
に
感
謝
し
た
い
と
話
し
ま
す
。

　昭
和
45
年
に
県
警
入
り
。
主
に
刑
事

部
門
を
担
当
し
、
南
部
署
長
な
ど
を
歴

任
。
県
警
保
安
課
時
代
に
、
甲
府
市
内

の
路
上
で
刃
物
を
振
り
回
し
て
い
た
薬

物
中
毒
の
男
を
取
り
押
さ
え
た
こ
と
が

印
象
に
残
っ
て
い
る
と
話
し
ま
す
。

　昭
和
60
年
に
旧
竜
王
町
消
防
団
に
入

団
し
、
市
消
防
団
副
団
長
を
務
め
る
な

ど
、
34
年
に
わ
た
り
地
域
防
災
に
尽
力
。

多
く
の
人
と
出
会
え
た
こ
と
は
財
産
で

あ
り
、
活
動
を
理
解
し
、
支
え
て
く
れ
た

家
族
に
感
謝
し
た
い
と
話
し
ま
す
。

　長
年
に
わ
た
り
、各
分
野
で
活
躍
、貢
献
さ
れ
た
方
々
に
、こ
の
ほ
ど
春
の
叙
勲
、危
険
業
務
従
事
者
叙
勲
が
贈
ら
れ
、本
市
か
ら
は
８
名
が

受
章
さ
れ
ま
し
た
。受
章
さ
れ
た
み
な
さ
ん
の
功
労
・
功
績
を
讃
え
、ご
紹
介
し
ま
す
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

叙
勲
受
章

花形 友夫さん
（中下条）

瑞宝単光章
はながた ともお

瑞宝単光章

横森 弘光さん
（富竹新田）

よこもり ひろみつ

中島 一秋さん
（富竹新田）

瑞宝単光章
なかじま かずあきにしやま けんじ

西山 健兒さん
（竜王新町）

瑞宝単光章

ささき まこと
佐々木 誠さん

（玉川）

瑞宝単光章

小林 正明さん
（玉川）

瑞宝単光章
こばやし まさあき

輿水 修策さん
（宇津谷）

瑞宝小綬章
こしみず しゅうさく

成澤 廣之さん
（大垈）

瑞宝双光章
なりさわ ひろゆき
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双葉西● 
保育園

六反川

宇津谷橋

会場
駐車場
双葉農の駅

会場図

亀沢大橋

至 千松橋西町

至 甲府駅

101

6

至 塩崎駅 竜王駅

会場
甲斐敷島梅の里
クラインガルテン
クラブハウス

西側駐車場
● 

会場図

米
笠
ホ
タ
ル
環
境
保
存
会

　幻想
的
に
光
る
ホ
タ
ル
や
お
祭
り
の

屋
台
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

ホ
タ
ル
ま
つ
り

ホ
タ
ル
ま
つ
り

日

　時

　
６
月
１５
日（
土
）午
後
７
時
〜
９
時

場

　所

　
六
反
川
上
流

駐
車
場

　
双
葉
農
の
駅

※

駐
車
場
か
ら
会
場
ま
で
の
足
元
が

暗
い
た
め
、懐
中
電
灯
を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
は…

　
米
笠
ホ
タ
ル
環
境
保
存
会
　飯
室

　☎
0
9
0（
7
8
2
2
）6
1
1
4

　亀沢地内の御領（ごりょう）棚田が、ＬＥＤライトで照らされます。
幻想的な風景をぜひご覧ください。

御領棚田の
イルミネーション

期  間 ６月８日(土)～15日（土）
点灯時間 日没後約30分後から４時間程度

※２色のＬＥＤライトが15分間隔で交互に点灯します。

場  所 亀沢地内の御領棚田

■問い合わせは…
　NPO法人敷島棚田等農耕文化保存協会（小田切）
　☎090（4715）1409

駐車場 甲斐敷島梅の里クラインガルテン（牛句3294）西側駐車場
※景観保持のため、棚田周辺へのお車の駐停車はお控えく
ださい。

※混雑緩和のため、お車の乗り合わせにご協力ください。
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●
新
入
学
児
童
へ

　甲
斐
韮
崎
交
通
安
全
協
会
、
一
般
財
団

法
人
山
梨
県
交
通
安
全
協
会
甲
斐
支
所

か
ら
、
新
入
学
児
童
の
交
通
事
故
防
止

の
た
め
、
交
通
安
全
反
射
傘
７
０
１

本
、
反
射
ス
ク
ー
ル
バ
ッ
グ
７
０
１
枚

（
６
７
４
、７
１
２
円
相
当
）

●
双
葉
ふ
れ
あ
い
文
化
館
へ

　花
形
豊
さ
ん（
島
上
条
）か
ら
、
本

市
の
芸
術
文
化
振
興
の
た
め
、
絵
画

（「
甲
斐
駒
」油
彩
80
号
）１
点（
金
額

市
民
保
養
所（
海
の
家
・
山
の
家
）の
利
用
料
を
助
成
し
ま
す

※
休
憩
施
設
の
利
用
料
の
み
で
、
飲
食
代

金
等
は
含
み
ま
せ
ん
。

宿
泊
施
設
の
助
成
額（
１
泊
分
）

　
１
人
当
た
り
２
、０
０
０
円

●
山
の
家

所
在
地
　
甲
斐
市
、
北
杜
市

助
成
額
　
１
人
当
た
り
６
０
０
円

※
宿
泊
費
や
利
用
料
は
、
予
約
時
に
対
象

施
設
へ
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
問

い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、

次
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
市

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く

だ
さ
い
→

　■
利
用
券
の
申
請
・
問
い
合
わ
せ
は
…

　
商
工
観
光
課（
本
館
２
階
）

　
☎
０
５
５（
２
７
８
）１
７
０
８

　
敷
島
支
所
市
民
地
域
課（
敷
島
庁
舎
）

　
☎
０
５
５（
２
７
７
）３
１
１
２

　
双
葉
支
所
市
民
地
域
課（
双
葉
庁
舎
）

　
☎
０
５
５
１（
２
０
）３
６
５
０

　
市
で
は
、
市
民
保
養
所（
海
の
家
・
山

の
家
）の
利
用
料
お
よ
び
宿
泊
費
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。

利
用
券
の
申
請
期
間

　
６
月
24
日（
月
）～
８
月
30
日（
金
）

※
土
日
祝
日
は
除
く

利
用
券
交
付
に
係
る
留
意
事
項

・
対
象
者
は
、
市
内
に
住
民
登
録
を
し
て

い
る
人
の
み
で
す
。

・
申
請
は
、「
海
の
家
」「
山
の
家
」そ
れ
ぞ

れ
１
人
１
回
限
り
で
す
。

・ 

宿
泊
を
キ
ャ
ン
セ
ル
す
る
場
合
は
、
別

途
キ
ャ
ン
セ
ル
料
金
が
か
か
り
ま
す
。

利
用
券
の
有
効
期
間

　
７
月
１
日（
月
）～
８
月
31
日（
土
）

●
海
の
家

所
在
地
　
静
岡
県
牧
之
原
市
・
御
前
崎
市
、

　
新
潟
県
上
越
市

休
憩
施
設
の
助
成
額

　
全
額（
宿
泊
す
る
場
合
は
２
日
分
）

　
統
計
調
査
員
の
仕
事
に
興
味
が
あ
る
人

や
既
に
統
計
調
査
員
と
し
て
活
動
し
て
い

る
人
を
対
象
に
、
統
計
調
査
の
基
本
的
な

内
容
が
分
か
る
研
修
会
を
実
施
し
ま
す
。

日
時
　
７
月
３
日（
水
）

　
午
前
10
時
～
11
時

場
所
　
竜
王
庁
舎
本
館
３
階
　
大
会
議
室

統
計
調
査
員
研
修
会

内
容
　
統
計
調
査
の
概
要
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
、
報
酬
な
ど

定
員
　
30
人（
先
着
順
）

申
込
受
付
　
６
月
５
日（
水
）～
28
日（
金
）

に
電
話
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は
…

　
経
営
戦
略
課（
本
館
３
階
）

　
☎
０
５
５（
２
７
８
）１
６
７
８

ご
寄
附
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

令
和
７
年
甲
斐
市「
二
十
歳
の
集
い
」

日
時
　
令
和
７
年
１
月
12
日（
日
）

　
受
付
　
午
前
9
時
～

　
式
典
　
午
前
10
時
～

場
所
　
Ｙ
Ｃ
Ｃ
県
民
文
化
ホ
ー
ル

　（
甲
府
市
寿
町
26

−

１
）

対
象
　平
成
16
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
17

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

　式
典
に
参
加
さ
れ
る
人
で
、
式
典
の
企

画
・
運
営
に
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
人
を

募
集
し
ま
す
。

　
一
生
に
一
度
の
晴
れ
の
日
を
自
ら
の
手

で
作
り
上
げ
て
み
ま
せ
ん
か
。
グ
ル
ー
プ

で
の
参
加
も
可
能
で
す
。

会
議
日
程
　８
月
頃
～
月
２
回
開
催
予
定

活
動
内
容
　二
十
歳
の
集
い
の
企
画
、
運

営（
記
念
品
の
選
定
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ

ン
準
備
、
司
会
、
ピ
ア
ノ
伴
奏
等
）

申
込
受
付
　次
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
か
ら
申
し
込
み
く
だ

さ
い
→

■
問
い
合
わ
せ
は
…

　
生
涯
学
習
文
化
課（
新
館
３
階
）

　
☎
０
５
５（
２
７
８
）１
６
９
７
　
　
　

査
定
不
可
）

●
市
立
小
学
校
へ

　
株
式
会
社
ゼ
ン
リ
ン
か
ら
、
次
世
代
を

担
う
児
童
の
安
全
を
守
る
た
め
、
キ

ッ
ズ
セ
ー
フ
テ
ィ
マ
ッ
プ
甲
斐
市
５
、

０
０
０
部（
金
額
査
定
不
可
）

●
市
教
育
委
員
会
へ

　石
川
武
美
さ
ん（
所
沢
市
）か
ら
、
甲
斐

市
に
関
す
る
歴
史
資
料
を
保
存
し
後
世

に
伝
え
て
い
く
た
め
、
龍
王
村
に
関
す

る
古
文
書
等
一
式（
金
額
査
定
不
可
）

二
十
歳
の
集
い
実
行
委
員
を
募
集
し
ま
す
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次のロゴがある記事は、
各サイトでもご覧いただ
けます。

Facebook（@kaicitykoho）
市ウェブサイト（https://www.city.kai.yamanashi.jp）
YouTube（kaicityoffice）

④
ア
ス
と
れ
総
合
型
ク
ラ
ブ

　
設
立
10
周
年
イ
ベ
ン
ト

４
月
29
日
　
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で

楽
し
め
る
ス
ポ
ー
ツ
鬼
ご
っ
こ
大
会

の
他
、
ス
ポ
ー
ツ
能
力
測
定
会
、
大

麦
や
雑
穀
の
栄
養
素
に
つ
い
て
学
ぶ

雑
穀
教
室
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

③
玉
幡
児
童
館
　

　
こ
い
の
ぼ
り
製
作

４
月
25
日
　
子
ど
も
の
日
に
合
わ
せ

て
開
催
し
、
７
組
が
参
加
し
ま
し
た
。

出
来
上
が
っ
た
こ
い
の
ぼ
り
を
手
に
、

親
子
で
触
れ
合
い
な
が
ら
楽
し
い
時

間
を
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。

②
竜
王
南
部
公
民
館

　
柏
餅
を
手
作
り
し
よ
う

４
月
20
日
　
市
内
の
和
菓
子
職
人
と

一
緒
に
、
２
種
類
の
柏
餅
を
作
り
ま

し
た
。
子
ど
も
た
ち
は「
熱
い
、熱
い
」

と
言
い
な
が
ら
、
蒸
し
た
餅
を
柏
の

葉
に
包
み
ま
し
た
。

①
玉
幡
小
学
校

　
１
年
生
を
迎
え
る
会

４
月
17
日

　１
年
生
は
６
年
生
と
手

を
つ
な
い
で
入
場
す
る
と
、
在
校
生

か
ら
温
か
い
拍
手
で
迎
え
ら
れ
ま
し

た
。
玉
幡
小
学
校
ク
イ
ズ
で
は
、
会

場
が
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

④④ ③③

①①②②
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⑥
市
長
杯
争
奪

　
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
大
会

５
月
６
日
　釜
無
川
ス
ポ
ー
ツ
公
園

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
な
ど
で
行
わ
れ
、
小

学
生
の
部
か
ら
一
般
の
部
ま
で
幅
広

い
年
齢
層
の
人
が
、
各
部
の
優
勝
を

目
指
し
、
汗
を
流
し
て
い
ま
し
た
。

⑤
野
球
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

　
交
流
交
歓
大
会

５
月
３
日
　今
年
で
20
回
目
を
迎
え

た
今
大
会
は
市
内
外
か
ら
16
チ
ー
ム

が
参
加
し
ま
し
た
。
球
児
た
ち
は
、

元
気
い
っ
ぱ
い
に
声
を
出
し
、
楽
し

そ
う
に
プ
レ
ー
し
て
い
ま
し
た
。

⑦
竜
王
中
央
保
育
園

　
サ
ッ
カ
ー
教
室

５
月
９
日
　年
長
児
を
対
象
と
し
た

サ
ッ
カ
ー
教
室
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

園
児
た
ち
は
、
足
で
ボ
ー
ル
を
扱
う

こ
と
に
苦
戦
し
な
が
ら
も
、
夢
中
で

ボ
ー
ル
を
追
い
か
け
て
い
ま
し
た
。

⑧
ヴ
ァ
ン
フ
ォ
ー
レ
甲
府
　

　
甲
斐
市
サ
ン
ク
ス
デ
ー

５
月
12
日

　保
坂
市
長
か
ら
関
口

キ
ャ
プ
テ
ン
に
市
の
特
産
品
セ
ッ
ト

が
贈
呈
さ
れ
た
他
、
無
料
招
待
を
受

け
た
市
民
も
ス
タ
ン
ド
か
ら
熱
い
声

援
を
選
手
に
送
っ
て
い
ま
し
た
。
　

⑥⑥

⑧⑧

⑤⑤

⑦⑦
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●健康増進課（本館１階） ☎055（278）1694
●敷島支所市民地域課（敷島庁舎） ☎055（277）3112
●双葉支所市民地域課（双葉庁舎） ☎0551（20）3650
●長寿推進課（新館１階） ☎055（278）1693
●敷島保健福祉センター（月曜休館） ☎055（277）7311
●市社会福祉協議会 ☎055（277）1122

健　※　　 は健康ポイント対象事業です 

②介護者および寝たきり高齢者等のいずれも令和５年
　４月１日から1年間、本市の住民基本台帳に記録さ
　れている人
③令和６年４月１日現在、寝たきり高齢者等と同居し
　ている人
支給額　30,000円 /年
申込受付
　長寿推進課または各支所市民地域課にある申請書
　に必要事項を記入し、提出してください。
※申請書には民生委員の意見が必要です。
申込期間　６月３日（月）～28日（金）
■申し込み・問い合わせは…長寿推進課

●市民公開講座
　「広げよう歯からはじまる健康づくり」
　歯や口腔内の状態が、健康にどのように影響し役
立っていくかを学ぶ講座です。
日時　６月９日（日）　午前10時～午後2時
場所　双葉ふれあい文化館
内容
○映画「笑顔の向こうに」上映会（約90分）　　　　　
　午前10時15分～
○歯科医によるお口の健康相談
○歯科衛生士による口腔衛生指導など
参加料　無料　
※事前申し込みの必要はありません。
主催　中巨摩地区歯科医師会、甲斐市
共催　県歯科衛生士会、県歯科医師会
協賛　サンスター株式会社
■問い合わせは…健康増進課

●子育てサロン「クローバー」
　親子の交流や情報交換を兼ねて楽しいひと時を過
ごしませんか。
日時　６月26日（水）　午前10時～11時
場所　敷島保健福祉センター
内容　手がた足がたをとろう
対象　未就園児と保護者
定員　10組（先着順）
参加料　無料
申込受付　６月５日（水）午前９時から電話にて受付
■申し込み・問い合わせは…
　市社会福祉協議会

●シナプソロジー教室
　「２つのことを同時に行う」「左右で違う動きをす
る」といった脳を活性化させるプログラムや簡単なス
トレッチをとおして健康づくりを始めてみませんか。
日時　６月26日、７月10日・17日、８月７日・21日
　の水曜日【全５回】　午前10時～11時
場所　敷島保健福祉センター
内容　シナプソロジー、簡単なストレッチなど
対象　市内に住所がある20歳以上の人

定員　10人（先着順）
申込受付
　６月12日（水）午前10時から電話にて受付
■申し込み・問い合わせは…
　健康増進課

●いきいき健康体操教室参加者募集
　健康を維持していくためには、元気なうちから健康
づくりや介護予防に取り組むことが必要です。膝や
腰の痛みが気になる人、足腰を強くしたい人は、参加
してみませんか。
グループ 場所 期間 曜日 時間

１ 双葉公民館 7月２日～
12月３日 火 午前 10時～

11時 30分

２ 竜王中部公園
セミナーハウス

7月２日～
12月３日 火 午後１時 30分

～３時

3 志麻の湯 ６月28日～
11月29日 金 午前 10時～

11時 30分

4 百楽泉 7月５日～
12月６日 金 午前 10時～

11時 30分

５ 竜王武道館 ７月９日～
12月10日 火 午後１時 30分

～３時

対象　市内に住所がある 65 歳以上の人（令和６年中
　に 65歳になる人は参加可）で、主治医から運動制
　限の指導を受けておらず、自己責任での教室参加
　が可能な人
内容　全12回（月２～３回）実施。第1回～10回は
体操やストレッチ等を行い、第11回～12回は食
生活やお口の健康に関する講義等を行います。

定員　各クラス25人程度
※初めて参加する人を優先します。
※１人が複数のグループに参加することはできません。
※申込多数の場合は抽選を行い、参加の可否などの詳
　細は、後日連絡します。
参加料　500 円（全 12回分、初回納付）
※納入後の返金はできません。
持ち物
　タオル、飲み物、会場により室内用運動靴
申込受付
　はがきに①住所②氏名（ふりがな）③性別④生年月日
　⑤年齢⑥電話番号⑦希望するグループの番号（第２
　希望まで）を記入し、郵送してください。
・郵送先
　〒400‐0192　篠原2610　長寿推進課　
　「いきいき健康体操教室」係宛
※電話での申し込みはできません。
申込締切
　６月５日（水）まで（当日消印有効）　　　
■申し込み・問い合わせは…
　長寿推進課

健

健

健

健

19information

●健康増進課（本館１階） ☎055（278）1694
●敷島支所市民地域課（敷島庁舎） ☎055（277）3112
●双葉支所市民地域課（双葉庁舎） ☎0551（20）3650
●長寿推進課（新館１階） ☎055（278）1693
●敷島保健福祉センター（月曜休館） ☎055（277）7311
●市社会福祉協議会 ☎055（277）1122

●総合健診と人間ドック
　病気の早期発見や生活習慣病の予防を目的に、市
では各保健福祉センター等で実施する総合健診（基本
健診・特定健診 /がん検診）と市が契約した指定健診
機関で実施する人間ドックの２つの健診を行ってい
ます。
※総合健診と人間ドックの併用はできません。
※社会保険加入者（本人）は対象外となります。
　詳細は加入医療保険者に問い合わせください。
総合健診　　

対象者 地区 健診期間 申請期間

○国民健康保険の
　人
○後期高齢者医療
　保険の人
○社会保険被扶養
　者で20歳～39
　歳の人

竜王地区
（前半） ６月上旬～中旬 申込期間は終了しています

が、転入者や
保険証を変更
し、受診を希
望する人は、
随時受け付け
ますので、窓
口や電話にて
ご相談くださ
い。

竜王地区
（後半）

６月下旬
～７月中旬

敷島・双葉
地区

７月下旬
～10月中旬

�○社会保険被扶養
　者で40歳～74
　歳の人

全地区 10月下旬
～�11月上旬

○竜王地区（前半）
　上篠原、古村、新居、仲新居、田中・２区、万才１・
　東区、下八幡１～３区、玉川東・西、八幡新田１・
　２区、月林、南、玉川団地１・２区
○竜王地区（後半）
　上記以外の自治会
人間ドック　　　　　　　　　　　　

対象者 地区 期間 申請窓口
○国民健康保険で
40歳以上の人
○後期高齢者医療保
険の人
○社会保険被扶養者
で40歳以上の人

全地区

○申し込みは　
　9月 30日
　まで
○受診は
　令和７年１月
　末日まで�

健康増進課、
各支所市民
地域課

※健診機関に予約する際は「人間ドック受診券」が必
　要になりますので、事前に申請を行い交付を受け
　てください。
※人間ドックの詳細・申し込みは、次のQRコード
　から市ウェブサイトをご覧ください→

■問い合わせは…
　健康増進課、各支所市民地域課

●不妊治療助成事業
　市では特定不妊治療（体外受精および顕微授精）と
一般不妊治療�（タイミング法、排卵誘発法、人工授精）
の助成を行っています。

助成対象
①夫婦が申請時に１年以上継続して市内に住所を有し
　ていること
②法律上の婚姻をしているまたは事実婚関係にある
　こと
③夫婦ともに公的医療保険に加入していること
④夫婦ともに市税等を滞納していないこと
⑤治療が終了して1年以内の申請であること
※転入してからの治療が対象になります。
※助成額、助成回数、手続き、必要書類等の詳細は、
次のＱＲコードから市ウェブサイトをご
覧いただくか、問い合わせください→

■問い合わせは…健康増進課

●歯周疾患検診
　次の対象者は費用負担が無く、歯や歯肉の健康状
態の確認や、歯磨き指導等が受けられます。

対象者 郵送時期

40、50、60、70歳
になる人 ６月下旬頃に対象者へ受診券を郵送

76歳以上の人

７月に郵送する「後期高齢者医療保険
料納入通知書」と一緒に案内通知を同
封します。希望者は通知をご覧いただ
き申し込みください。
※今年度は「後期高齢者医療被保険者
　証」への同封から変更します。

実施期間
　７月１日（月）～令和７年１月31日（金）
受診機関　県歯科医師会に加盟する歯科医院
※受診時には、市が発行する受診券が必要となります。
■問い合わせは…健康増進課

●高齢者介護慰労金支給事業
　65歳以上（令和５年４月１日時点）の寝たきり、ま
たは認知症の高齢者を、昨年度１年間常時在宅介護
した同居の介護者に対し、慰労金を支給します。
対象（次のすべてに該当する人）
①介護保険法による要介護認定区分が要介護４または
５の寝たきり高齢者、または要介護２以上で、か
つ日常生活自立度がⅢ以上の認知症高齢者を、令
和５年４月１日から令和６年３月31日までの１年
間にわたり常時在宅で介護していた人
※入院およびショートステイ利用日数が年間30日以
内の場合は常時在宅介護とみなします。
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内容 実施月日 受付時間 実施場所 持ち物

４か月児健診
【R6. ２月生】

６月 20 日 （木）

　通知で確認して
   ください

　午前中の受付は
   しません

竜王保健福祉センター

母子健康手帳、バスタオル、
保険証、送付した問診票

６月 26 日 （水） 敷島保健福祉センター
１歳６か月児健診
【R4.11 月生】

６月   ５日 （水） 敷島保健福祉センター
６月 18 日 （火） 敷島保健福祉センター

２歳児健診
【R4. ２月生】

６月   ７日 （金） 竜王保健福祉センター
６月 19 日 （水） 竜王保健福祉センター

３歳児健診
【R2.12 月生】

６月 11 日 （火） 敷島保健福祉センター
６月 21 日 （金） 竜王保健福祉センター

３歳児視聴覚・
尿検査再検査日

６月 11 日 （火）　午後３時 30 分
　　～４時

敷島保健福祉センター 母子健康手帳、保険証、健診
時に配布した再検査用紙６月 21 日 （金） 竜王保健福祉センター

※定員を超えた場合は抽選
申込受付　６月５日（水）～９日（日）

に電話または次の
ＱＲコードを読み
取り、申し込みく
ださい→

■申し込み・問い合わせは…
　子育て支援課

　竜王子育てひろば　
◆ドラひろば
　親子で手遊び、読み聞かせ、紙芝
　居などを楽しみます。
日時　毎週金曜日
　午前10時30分～10時50分
◆パパＤＯひろば ｢ リトミック ｣
日時　６月15日（土）
　午前10時30分～11時30分

対象　３歳までの子とその親
定員　10組（予約制）
■申し込み・問い合わせは…
　竜王子育てひろば

　子育て支援センター
　「ヤンチャリカ」　
　未就園児と保護者が対象で、参
加は無料です。
◆ボールで遊ぼう！
日時　６月20日（木）
　午前10時30分～11時30分
集合場所　ドラゴンパーク芝生広
　場内の森の回廊前
対象　未就園児とその親
持ち物　飲み物、帽子
※内容を変更する場合があるため

事前に問い合わせください。
■申し込み・問い合わせは…

　光学園（下今井2374–1）
　☎0551（28）1566

  子育て支援センター「こあら」
利用日　月～金曜日
場所　竜王西保育園
対象　未就園児と保護者
利用料　無料
◆教えて！初めての歯磨き
日時　６月28日（金）
　午前10時30分～11時30分
定員　10組
講師　畑歯科医院　歯科医師
　根岸明日香先生
申込受付　６月５日（水）午前10時
　から電話にて受付
■申し込み・問い合わせは…
　竜王西保育園子育て支援センター
　☎090（2267）9182

● 乳幼児健診（日程、会場の変更を希望する人は事前にご連絡ください。対象者には別途通知します）

　予防接種で予防できる病気もあります。特に、乳幼児の予防接種を延期すると感染症にかかるリスクが高まる
ことから、決められた年齢・接種間隔で予防接種を受けましょう。必ず保護者同伴で受けてください。

●定期予防接種を受けましょう

■問い合わせは… 健康増進課

健

健

対象 予防接種の種類 特記事項 実施場所 持ち物 接種料金

乳幼児

ロタ、BCG、B 型肝炎、
小児用肺炎球菌、※５
種混合、麻しん風しん
混合第１期、日本脳炎
第１期、水痘

※５種混合ワクチン
　４種（ジフテリア、百日せき、ポリオ、破
傷風）混合ワクチンとヒブワクチンの混合ワ
クチンで、接種対象は生後２か月～ 90 か月
の人です。既に４種混合ワクチンとヒブワク
チンで接種を開始し、接種が完了していな
い人は、同じワクチンを使用してください。

○日本脳炎予防接種に係る特例
　平成 19 年４月１日までに生まれた人で、
積極的勧奨の差し控えにより、第１・２期
の予防接種が終了してない人は、20 歳にな
るまでの間に接種することができます。

指定医療機関
・市指定医療機関以外
の主治医のもとで接種
を希望される場合は、
市外申請が必要になる
場合がありますので、
問い合わせください。
・ 予防接種の種類に
よっては、接種を行わ
ない医療機関がありま
すので、事前に確認を
お願いします。

母子健康
手帳、
保険証、
予診票

無料
決められた年
齢以外での接
種や、接種間
隔が不適切な
場合は、自己
負担となりま
すので注意し
ましょう。

年長児 麻しん風しん混合第２期

  ９歳以上　
13 歳未満 日本脳炎第２期

11 歳以上
13 歳未満 2 種混合

小学６年生～
高校１年生相
当年齢の女子

子宮頸がん

健
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　母子健康手帳の発行
　妊娠届出をして、「母子健康手
帳」を受け取ってください。
日時　午前８時30分
　～午後５時15分（平日のみ）
持ち物　本人確認書類（マイナン
　バーカード、運転免許証等）、妊
　婦名義の通帳またはキャッシュ
　カードの写し
■発行・問い合わせは…
　健康増進課、各支所市民地域課

　ママパパクラス
　出産の経過や産後の育児につい
て学びます。
日時　６月22日（土）
　午前９時30分～11時30分
　受付　午前９時20分～
場所　敷島保健福祉センター
持ち物　母子健康手帳、パンフレ
　ット「すこやかな赤ちゃんを産
　むために」
申込受付　６月17日（月）までに
　次のＱＲコードを
　読み取り､申し込
　みください→

■申し込み・問い合わせは…
　健康増進課

　子育て相談室
　1歳になるまでのお子さんと、お
母さんが対象の産後ケアです。
日時　６月４日・25日の火曜日　
　午後３時～５時（１枠１時間）
場所　このはな産婦人科
内容　個別対応の母乳相談（助産
　師）・心理相談（心理士）
参加料　100円
申込受付　電話予約のみ
■申し込み・問い合わせは…
　健康増進課

　にこにこママルーム　
　生後１か月半～４か月のお子さ
んとお母さんが対象の日帰り産後
ケアです。
日時　６月４日～25日の火曜日
　午前10時10分～正午
　受付　午前10時～
場所　このはな産婦人科
内容　体重測定、母乳相談等
定員　５人（先着順）
参加料　100円
持ち物　母子健康手帳、バスタオ
　ル ､問診票
申込受付　開催日の１週間前まで
　に次のＱＲコード
　を読み取り､申し
　込みください→

■申し込み・問い合わせは…
　健康増進課

　離乳食教室　
　離乳食の進め方、作り方のポイ
ントを楽しく学びましょう。
日時　６月21日（金）
　午前10時～正午
　受付　９時45分～
場所　竜王保健福祉センター
対象　令和５年11月誕生児の親
持ち物　４か月健診で配布した
　「３～11か月児のしおり」、母
子健康手帳、質問票、おんぶ
　ひも、エプロン、バンダナ
申込受付　６月14日（金）までに
　次のＱＲコードを
　読み取り､申し込
　みください→

■申し込み・問い合わせは…
　健康増進課

　もぐもぐ相談
　お子さんの離乳食に関する相談
ができます。
日時　６月28日（金）
　午前９時30分～11時30分
受付時間
①午前９時30分～10時

②午前10時～10時30分
③午前10時30分～11時
④午前11時～11時30分
場所　竜王保健福祉センター
対象　４か月～１歳６か月ごろの
　子の親
持ち物　母子健康手帳
申込受付　６月21日（金）までに
次のＱＲコードを

　読み取り ､申し込
　みください→

■申し込み・問い合わせは…
　健康増進課

　敷島子育てひろば　
◆ぽけっとひろば
　童謡や絵本の読み聞かせ、わら
　べうたなどを楽しみます。
日時　毎週水曜日
　午前10時30分～10時50分
◆親子りずむあそび
日時　６月５日（水）
　午前10時30分～11時
◆ゆがみ直したいそう
日時　６月19日（水）
　午前10時30分～11時
◎共通事項
対象　０歳～２歳児とその親
※申込不要
◆子育て相談
受付時間　火～土曜日
　午前９時～午後６時
子育て相談専用電話
　☎055（277）1260
■問い合わせは…
　敷島子育てひろば
　（ファミリーサポートセンター）

　げんき甲斐　
◆産前産後ストレッチ
日時　６月12日（水）　
　午前10時～11時
　受付　午前９時30分～
場所　竜王ふれあい館
対象　妊娠13週以降の妊婦～産
　後４か月のお母さん
定員　10組（予約制）

問
い
合
わ
せ
先
一
覧

■健康増進課（本館１階）  ☎055（278）1694
■子育て支援課（本館１階） ☎055（278）1692
■敷島支所市民地域課（敷島庁舎） ☎055（277）3112
■双葉支所市民地域課（双葉庁舎） ☎0551（20）3650
■市社会福祉協議会 ☎055（277）1122
■竜王子育てひろば（竜王東児童センター2階） ☎055（278）1120
■敷島子育てひろば（ファミリーサポートセンター） ☎055（277）1762
■竜王西保育園（竜王1671） ☎055（276）5741

健

健

健

健

健

健

　※　　 は健康ポイント対象事業です 健

16 information



▲
 開館時間 竜王図書館 敷島・双葉図書館

平日 午前９時30分～午後７時 午前10時～午後７時
土・日・祝日 午前９時30分～午後６時 午前９時～午後５時▲

 図書館のお休み　P❷のカレンダーをご覧ください。
■  竜王図書館 ☎055(278)0811 ■  敷島図書館 ☎055(277)9955 ■  双葉図書館 ☎0551(20)3669

児童書

　
　電気設備の点検に伴いサービス
の一部が利用できなくなります。
　ご不便をおかけしますが、ご理
解、ご協力をお願いします。
日時　６月29日（土）　終日
双葉図書館　臨時休館
敷島図書館
　図書館システムの利用停止
　（資料検索機・利用状況確認等）

日時　６月13日(木）
　午後１時30分～
場所　竜王図書館
定員　182人（先着順）
板前　ねの会
申込受付　６月５日（水）午前９時
　から電話にて受付
■申し込み・問い合わせは…
　竜王図書館

日時　７月６日（土）　午後２時～
場所　敷島総合文化会館

内容　スクリーン絵本、ブラックラ
　イトシアターなど
対象　幼児～小学生
定員　60人（先着順）
出演　人形劇サークルうふふ
申込受付　６月19日（水）午前９時
　から電話にて受付

■申し込み・問い合わせは…
　敷島図書館

　６月29日（土）～８月29日（木）
の期間、課題図書の貸し出しは１
人１冊、期間は１週間までとなり
ます。毎年予約が殺到しますので、
早めの予約をおすすめします。
　また、予約した図書の取り置き
は、連絡日を含めて４日以内です。
対象資料
「青少年読書感想文全国コン

クール」「山梨県推薦図書」「夏
休みの友紹介図書」

日程　７月21日（日）
①小学１・２年生対象
時間　午前10時～11時30分
定員　15組（先着順）
※保護者同伴
②小学３・４年生対象
時間　午後２時～３時30分
定員　15人（先着順）
◎共通事項
場所　敷島総合文化会館
内容　読書感想文の書き方指導
講師　元双葉東小学校校長
　金子初男さん
持ち物　筆記用具、水筒
申込受付　６月26日（水）午前９

時から電話にて受付
■申し込み・問い合わせは…
　敷島図書館

「いし」
中川ひろたか / 作　高畠那生 / 絵
アリス館 (2020）

あさりのスパゲッティ
を食べていたらジャ
リ！中から砂が出てき
ました。砂はもともと
石。ではその石はどこか
らどのようにやってき
たのでしょう？身近に
ある石の秘密を探る絵
本です。

　予約制（先着順）となります。咳エチケットへのご協力をお願いします。
申込受付　６月５日（水）午前９時から電話にて受付
内容　各図書館に問い合わせください。

 ７  月のおはなし会　予約制で開催します

会場 イベント名 開催日 時間 対象

 竜王図書館
　ひよこ12組
　こぐま12組
しろくま15組
　  キッズ６組

こぐまちゃんのおへや
（ひよこぐみ・こぐまぐみ）

10日（水）
24日（水）

午前10時15分～ ５か月児～

午前11時～ １歳6か月児～

しろくまちゃんのおへや 13日（土）午前10時30分～ ３歳児～

キッズぷらねっと  ６日（土）午後2時～ ５歳児～

 敷島図書館
ゆりかご10組
　　へや10組
　おうち15組

らいおんちゃんのゆりかご ４日（木）
18日（木）

午前10時30分～ ５か月児～

らいおんちゃんのへや 午前11時～ １歳6か月児～

らいおんちゃんのおうち 20日（土）午前10時30分～ ３歳児～

 双葉図書館
       各回６組

おはなしのとびら 11日（木）
午前10時30分～ ５か月児～

午前11時～ １歳6か月児～

ふうせん劇場 13日（土）
27日（土）午前11時～ ３歳児～

 朗読処「おきらく亭」

一般書

「生きものたちのつくる巣 109」
鈴木まもる / 文・絵
エクスナレッジ (2015）

絵本作家で鳥の巣研究
家の著者が鳥をはじめ
昆虫、動物、深海生物な
どがつくる「巣」を紹介
した本。作り方や、構造
などそれぞれに合った
知恵や工夫が興味深い
です。

電気点検に伴う一部サービス      
停止のお知らせ

 夏休み課題図書の貸し出し

らいおんちゃんのおうち
きらきら☆たなばたおはなし会

 読書感想文書き方講座
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申し込み・問い合わせは…スポーツ振興課（新館２階）　☎055（278）1698  　  055（278）2047

・スポーツ施設開放日程は、P❷のカレンダーをご覧ください。
・　 は健康ポイント対象事業です。

スポーツの力
健

　市スポーツ協会会長に千野文
雄さん（再任）、副会長に秋山照雄
さん（再任）、手塚浩一さん（新任）
がそれぞれ決定しました。

　５月３日、敷島総合公園、双葉
スポーツ公園で行われ、市内外16
チームが参加し、熱戦を繰り広げ
ました。
※市内上位入賞チームのみ掲載
○敷島総合公園会場
優勝　北星野球スポーツ少年団
準優勝　竜南野球スポーツ少年団
〇双葉スポーツ公園会場
準優勝　双葉野球スポーツ少年団

日時　６月１・８・15日、７月
20日の土曜日【全４回】
午前９時30分～11時30分

場所　敷島体育館
定員　20人（先着順）
参加料　無料

持ち物　上履き、運動のできる服
　装、飲み物、ラケット（貸出可）
申込受付　随時電話にて受付
※当日会場でも受付が可能です。

日時　６月６日（木）・18日（火）
　午後７時30分～
場所　敷島体育館
種目　さいかつぼーるなど
参加料　無料
申込受付　当日会場にて受付

日時　６月22日（土） 
　開会式　午前９時
※小雨決行
場所　釜無川スポーツ公園
　ターゲットバードゴルフ場
対象　市内在住者
※用具貸出あり
競技方法
　18ホール　ストロークプレー
申込受付　６月７日（金）までに電

話にて受付

●敷島会場
日時　7月２日～30日の火曜日
　【全５回】
　午前９時30分～11時30分
場所　敷島体育館
●竜王会場
日時　７月13日～27日の土曜日
　【全3回】
　午後１時30分～３時30分
※20日のみ午前10時～正午
場所　竜王南部公民館
◎共通事項
対象　市内在住者

定員　各会場10人（先着順）
参加料　無料
持ち物　かかとの低い運動靴（室

内履き）、飲み物
申込受付　６月５日（水）午前９
　時から電話にて受付
※当日受付も可能です。

日時　７月６日（土）
　午後１時30分～４時30分
　受付　午後１時～
場所　敷島体育館
内容　
 ・体調チェック
 ・体力測定（ 握力、上体起し、長

座体前屈、反復横とび、立ち幅
とび、20ｍシャトルランなど）

対象　20歳以上の市内在住者
※65歳以上の人は種目が異なり
　ます。
持ち物　運動のできる服装、タオ
　ル、室内用シューズ、飲み物
申込受付　当日会場にて受付

日時　７月７日～21日の日曜日
　【全３回】
　午前10時30分～11時30分
場所　竜王スポーツセンター
対象　市内在住の年中・ 年長児
（在園していない児童を含む） 

定員　20人（先着順）
参加料　無料
持ち物　テニスシューズ（屋内用
　の運動靴）・水筒
※園児用ラケットを用意します。
申込受付　６月６日（木）から次の

ＱＲコードを読み
取り、必要事項を
入力して申し込
みください→

卓球初心者教室

市スポーツ協会役員が
決定しました

結　果

募　集

市民体力測定

市野球スポーツ少年団
交流交歓大会

軽スポーツ教室

夏のキッズテニス 
体験教室参加者募集

初心者フォークダンス
教室

お知らせ

副会長（新任）
手塚　浩一

健

健

ターゲットバードゴルフ
大会兼市代表選手選考会
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●峡北消防本部(双葉地区のみ）

●小児救急電話相談

●歯科救急　
　休日…午前10時～午後5時　☎055（252）9955
　　　　午後5時～11時　　　☎055（224）4199

●県精神科救急受診相談センター
　☎0551（20）1125

休日・夜間の救急医療連絡先

◎道路等の水道管（本管）の故障・漏水等緊急時は…
 ・休日、夜間…甲斐市役所（当直）　☎055（276）2111
 ・平日（昼間）…上下水道工務課　　☎055（278）1670
◎宅地内の故障等は…
　市指定給水装置工事事業者に直接問い合わせください。
※市指定給水装置工事事業者は市ウェブサイト「くらし・手続き」

に掲載しています。
◎甲府市上下水道局サービスセンター　☎055（228）3311
※大久保・天狗沢・牛句・境・島上条・中下条・大下条・長塚にお住

まいの人は、甲府市上下水道局に問い合わせください。

◎リサイクルステーション
　資源物を回収しています。リサイクルにご協力をお願いします。
３地区リサイクルステーション【受入場所・時間】
○竜王リサイクルステーション（竜王庁舎駐車場内）
○敷島リサイクルステーション（敷島中学校北側）
○双葉リサイクルステーション（双葉庁舎駐車場内）
※いずれも午前７時～午後７時　
◆受け入れ出来る資源物
　ダンボール、ペットボトル、紙パック、新聞紙、チラシ、ミックス紙、白色　
　トレー、雑誌、その他プラ、ビン、カン、廃食用油（竜王）、使用済小型　
　家電　

◎せん定枝粉砕処理
　家庭で伐採したせん定枝（長さ２ｍ以内、直径10㎝以内）をチップ化しま
す。チップ化できないものは受け入れできない場合があります。搬入可能
な枝かご不明な場合は、環境課まで問い合わせください。
時間　午前９時～正午、午後１時～４時
受入場所
〇西八幡せん定枝粉砕処理場（玉幡中学校北側）
　受入日　月・火・水・木・土・日　
〇自然休養村管理センター（敷島総合公園入口）
　受入日　火・金・日　
■問い合わせは…環境課（本館２階）　☎055（278）1706

●県救急医療情報センター　☎055（224）4199

水道が故障・漏水した時は…

　電話番号…♯8000（短縮ダイヤル）　
　　　　　　☎055（226）3369（ダイヤル回線）

子どもの夜間・休日の病気に関する相談ができます。

24時間365日体制で受診相談に応じます。

平日・土曜…午後６時～翌朝8時 
日曜・祝日・年末年始…午前8時～翌朝8時

●救急安心センターやまなし 24時間救急相談対応

　電話番号…♯7119（短縮ダイヤル）　
　　　　　　☎055（223）1418（ダイヤル回線）

■問い合わせは・・・
　スポーツ振興課（新館２階）　☎055（278）1698

○Kai・遊・パーク　☎055（276）4189　
　改修計画を検討するため、今年度は休館しています。
　施設改修は令和７年度以降になる予定です。

救急車を呼ぶ、病院に行くなどの判断に迷う場合に、医療従事者が
相談に応じます。

山路を登りながら

夜間…午後７時～翌朝７時 
土曜…午後３時～翌朝７時
日曜・祝日…午前９時～翌朝７時

☎0551（22）8181(音声テレホンガイド）

●初期救急医療センター　☎055（273）1122
受診の際は、必ず事前に連絡してください。
受付時間…午後６時～午後10時30分 

Ｂ＆Ｇ海洋センター
　Ｋａｉ・遊・パーク情報

○双葉 B&G海洋センター（プール）　☎0551（28）6029　
　開館時間　午前 10 時～正午（午前の部）、午後１時～５時（午後の部）、
　　　　　　午後６時～９時（夜間の部）　
　休館日　毎週火曜日　
　（プール共通注意事項）
・ スイミングキャップの着用が無い場合は、入泳できません。
・ 幼児および夜間の小中学生の利用は、必ず保護者同伴でお願いします。
・ プールの水深によって身長制限を設けています。

○敷島 B&G海洋センター（プール）　☎055（277）7767　
　開館時間　午前 10 時～正午（午前の部）、午後１時～５時（午後の部）、
　　　　　　午後６時～９時（夜間の部）　
　休館日　毎週月曜日

　
４
月
11
日
、
甲
斐
警
察
署
と
甲
斐
市
商
工
会
が

協
力
し
て
企
画
し
た
、
防
犯
標
語
付
き
の
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
飲
料
「
甲
斐
の
桑
茶
」
の
披
露
会
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
ラ
ベ
ル
に
は
、「
電

話
詐
欺
撃
退
３
箇
条
」
と
「
飲
酒
運
転
根
絶
「
３

ナ
イ
」
作
戦
」
が
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
甲
斐
警
察
署
　
電
話
詐
欺
撃
退
３
箇
条

・
そ
の
一
「
電
話
で
お
金
の
話
」
そ
れ
疑
う
べ
し

・
そ
の
二
「
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
還
付
金
」
そ
れ
疑
う
べ
し

・
そ
の
三
「
オ
レ
だ
け
ど
、
携
帯
な
く
し
た
」
そ

れ
疑
う
べ
し

●
飲
酒
運
転
根
絶
「
３
ナ
イ
」
運
動

飲
酒
運
転
を
「
し
な
い
」「
さ
せ
な
い
」「
許
さ

な
い
」

■
問
い
合
わ
せ
は
…
甲
斐
警
察
署

　
☎
０
５
５
１（
２
０
）０
１
１
０

ニ
ュ
ー
ス

警
察

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲
料
で

電
話
詐
欺
撃
退
を
呼
び
か
け

本 … 本館　新 … 新館
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家族介護者座談会
　介護者同士の情報交換や交流を
しながら、アロママッサージで癒
されませんか。初めての人も歓迎
します。
日時　６月19日（水）
　午前10時～11時30分
場所　敷島保健福祉センター
内容　介護の悩み相談や交流、ア

ロママッサージ施術
対象　市内在住で高齢者を介護し

ている人
参加料　無料
■申し込み・問い合わせは…
　市社会福祉協議会
　☎055（277）1122

ギャラリー紹介
期間
①６月23日（日）～７月26日（金）
②７月３日（水）～８月４日（日）
展示
①南工作会（木工）
②みずゑ（水彩画）
場所　竜王南部公民館
■問い合わせは…竜王南部公民館
　☎055（276）0711

県央ネットやまなし 
企業説明会
日時
　６月30日（日）
　午前10時～午後４時　
　受付　午前9時30分～
場所　アイメッセ山梨
　（甲府市大津町2192－8）
内容
　各企業のブースを訪問し、会社

説明・面接等を受けることがで
きます。参加企業は180社程度。
対象　令和７年３月大学等卒業予

定者および留学生、外国人を含
む一般求職者
参加料　無料

※甲府・新宿発着の送迎バスも運
行予定（要予約）

※詳細は次の QR コードから甲府
市産業支援サイト
をご覧ください→

■問い合わせは…
　甲府市雇用創生課
　☎055（237）5736

障がい児学童支援事業
　夏休みの期間中、障がいのある
児童を対象に学童支援事業を実施
します。
日時
①７月30日（火）
②８月１日（木）
③８月５日（月）
④８月７日（水）
⑤８月20日（火） 
※各日午前９時～午後３時
集合場所　敷島保健福祉センター
対象
　市内在住で障がいのある児童
定員　各日10人（先着順）
参加料　各日昼食代500円
申込受付　６月10日（月）午前９

時から電話にて受付
申込期限　７月19日（金）
■申し込み・問い合わせは…
　市社会福祉協議会
　☎055（277）1122

クラインガルテンクラブ
ハウスでバーベキュー
貸出設備
　調理器具（コンロ・包丁・まな板・

トング・ボール）、テーブル、椅
子、鉄板、網、炭、着火剤

※全棟屋根付き（全５棟・１棟12
人まで）

※食材等は各自でご用意ください。
利用時間　

午前10時～午後３時
定休日　毎週月曜日
※月曜日が祝日の場合は翌火曜日

が休みとなります。

※ペット同伴不可
※利用には使用料および予約が必

要になりますので、問い合わせ
ください。

■申し込み・問い合わせは…
　農事組合法人ゆうのう敷島
　☎055（267）0831　

勤労者生活安定資金貸付
　市では勤労者の生活安定のた
め、中央労働金庫と提携して低利
で融資を行っています。
融資限度額　100万円
金利　年1.05％
※別途保証料が必要です。
返済期間　５年以内
利用目的
　生活に必要と認められる資金　
利用資格
・１年以上市内に在住している勤

労者
・１年以上同一の職場に勤務し、

継続的に収入がある人
・ 年収が150万円以上ある人
※金融機関による融資審査および

金融機関指定の保証機関の保証
が必要となります。

■申し込み・問い合わせは…
　中央労働金庫南アルプス支店
　☎055（283）4231

税務署職員の募集
申込期間
　６月14日（金）午前９時～ 26

日（水）
試験日　
・ 第１次試験　９月１日（日）
・ 第２次試験　10月９日（水）～

18日（金）のうち指定する日時
その他
　申し込み方法などの詳細は、次の

ＱＲコードから人
事院ウェブサイト
をご覧ください→

■問い合わせは…
　東京国税局
　☎03（3542）2111
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甲種防火管理新規講習
日時
　６月25日（火）・26日（水）
　午前８時40分～午後４時50分
※２日間の受講が必要です。
※最終日は午後３時50分まで。
場所　県自治会館
　（甲府市蓬沢1－15－35）
定員　70人（先着順）
受講料　4,000円
申込受付
　６月３日（月）～７日（金）の午前

10時～午後4時30分に甲府地
区消防本部査察課窓口にて受付　

■問い合わせは…
　甲府地区消防本部　査察課
　☎055(222)1284

オンライン配信視聴講座
　県生涯学習推進センターが配信
する講座をオンラインで視聴します。
●現代的課題講座
　「大人の発達障害とは～自分や
周囲を支えるために～」

日時　６月28日（金）
　午後２時～３時30分
場所　竜王北部公民館
内容　
　近年注目されている「大人の発

達障害」。発達障害の特徴につ
いて学ぶとともに、仕事の優先
順位が付けられない、仕事相手
との距離感が測れないといった
問題点について考えます。
また、自分や周囲の人の生きづ
らさを軽減するための方法を学
びます。

対象　市内在住または在勤の人
定員　25人（先着順）
講師　山梨県立こころの発達総合

支援センター職員
受講料　無料
申込受付
　６月５日（水）午前９時から電話

にて受付
※次のＱＲコード

からも申込可能
です→

■申し込み・問い合わせは…
　竜王北部公民館　
　☎055（276）7511

竜王駅前甲斐てき朝市
　毎月第２日曜日は「竜王駅前甲
斐てき朝市」を開催します。
　キッチンカーや総菜、話題の菓
子パン、ハンドメイド雑貨など朝
市でしか出会えない魅力的な一品
が盛りだくさんです。
　ぜひ朝市にご来場ください。
日時　６月９日（日）
　午前９時～正午
※悪天候の場合は、予告なく中止
場所
　竜王駅南北駅前広場
内容
　新鮮野菜、惣菜、菓子パン、は

ちみつ、コーヒー、手づくり雑
貨、クッキー、古着、マッサー
ジ体験

※販売内容は変更する場合があり
ます。

駐車場
　南口山梨交通竜王駅前立体パー

キング（172台・1時間無料）や
駅周辺の時間貸駐車場をご利用
ください。

主催
　甲斐てき朝市の会
■問い合わせは…
　竜王駅魅力発信協議会事務局
　（商工観光課内）
　☎055（278）1708

甲斐市ちいさな旅
　学問の神様、山県大弐ゆかりの
山縣神社や金剛寺で大弐の偉業を
学び、法久寺なども訪ねます。
日時　６月15日（土）
　午前９時30分～午後０時30分
　受付　午前９時～
集合場所 　竜王庁舎本館入口前
定員　20人（先着順）

参加料　500円
　（ガイドブック・保険代含む）
持ち物
　飲み物、歩きやすい服装
申込受付 
　６月４日（火）から電話にて受付　
　（午前9時～午後5時）
■申し込み・問い合わせは…
　ＮＰＯつなぐ
　甲斐市ちいさな旅係 　　
　☎080（1223）8302

●ふれあいステージ参加者募集
　楽器の演奏や踊りなどをス
テージで披露してみませんか。
日程
・８月24日（土）反響板なし　
・８月25日（日）反響板あり
※両日とも午後１時開演予定
応募資格
　市内在住の個人・グループ
※グループの場合は過半数以上
　が市内在住であること
募集組数
　各日15組程度
持ち時間
　１組につき15分（準備・片付
　けを含む）
受付期間
　６月５日（水）～ 21日（金）
●尾崎裕哉コンサート
日時
　９月14日（土）
　午後４時～
　開場　午後３時30分～
チケット
　前売4,500円　
　当日5,000円
※６月14日（金）午前10時から
　チケットを発売します。
※１人４枚まで購入可
※全席指定
※未就学児入場不可
■申し込み・問い合わせは…
　双葉ふれあい文化館
　☎0551(20)3660

本 … 本館　新 … 新館
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双葉地区河川清掃
　双葉地区河川清掃を７月７日

（日）に行います。自治会ごとに自
治会長、環境委員を中心に作業を
行ってください。みなさんのご協
力をお願いします。
■問い合わせは…
　双葉支所市民地域課
　☎0551（20）3650

環境副読本 
「わたしたちの街甲斐」

　小学生の環境教育を推進するた
め、環境副読本を作成し、毎年、市
内公立小学校の５年生に配布して
います。
　市の環境に関するデータをイラ
ストなどを使って分かりやすく紹
介しています。
　また、玉幡小学校の５年生が環
境副読本を読み、環境について考
えた冊子「つながる環境」を作成し
ました。
　市ウェブサイトで公開していま
す。次のＱＲコード
からご覧ください→

■問い合わせは…
　環境課
　☎055（278）1706

ミックス紙の回収に 
ご協力ください
　燃えるごみの中にはリサイクルが
可能な紙類が多く含まれています。
　市ではごみの減量化とリサイク
ル率の向上を図るため、新聞、チラ
シ、雑誌、ダンボール、紙パックの
ほかに「ミックス紙」の回収を強化
しています。
　市内３か所のリサイクルステー
ションまたは自治会等が実施する有
価物回収に出すよう協力ください。
ミックス紙　コピー用紙、画用紙、

カレンダー、シュレッダーくず、
レシート、パンフレット、お菓

子などの紙箱、紙袋、包装紙、ト
イレットペーパーの芯など

※汚れている紙は燃えるごみとし
て出してください。

■問い合わせは…
　環境課
　☎055（278）1706

特設人権相談
日時　6月4日（火）
　午前10時～午後４時
場所　敷島総合文化会館
相談内容
　親族間の問題、差別、ストー

カー、児童虐待、セクシャルハ
ラスメント、その他人権に関す
ること

※相談内容など秘密は守られます。
担当　人権擁護委員
※相談は無料で予約は不要です。
■問い合わせは…
　市民活動支援課
　☎055（278）1704　

家庭教育支援 
カウンセリング
 カウンセリング心理士による家
庭・教育相談です。お気軽に相談
ください。
※相談内容など秘密は守られます。
〇敷島地区（敷島公民館）
　6月 7日（金）
〇双葉地区（双葉公民館）
　6月14日（金）
〇竜王地区（竜王北部公民館）
　6月21日（金）
時間　午後１時30分～４時30分
※事前申し込みが必要です。
■申し込み・問い合わせは…
　敷島地区教育相談電話
　☎055（277）1400
　双葉地区教育相談電話
　☎0551（28）7681
　竜王地区教育相談電話
　☎055（276）7521

無料市民司法書士相談
　相続、遺言、成年後見、借金問題、
離婚等の悩みごとの相談を受け付
けます。
※相談内容など秘密は守られます。
日時
　６月14日（金）
　午後１時～４時
場所　敷島総合文化会館
担当　県司法書士会
■申し込み・問い合わせは…
　県司法書士会
　☎055（253）6900

子ども歴史文化講座 
「自由研究先取り！ 
五感を使った植物観察」
日時　６月８日（土）
　午前９時～正午
※小雨決行、荒天時中止
見学場所
　県緑化センター跡地
集合場所
　竜王庁舎
内容
　普段は入ることができない県緑

化センター跡地で、いろんな植
物を親子で観察します。
対象
　市内在住の小・中学生と保護者
定員　10組（抽選方式）
講師　蘒原　桂さん
　（市文化財保護審議会委員）
参加料　無料
服装　長袖長ズボン、帽子
持ち物　
　飲み物、タオル、虫よけ
申込受付　次の QR

コードから、必要
事項を入力して申
し込みください→
申込期限
　６月５日（水）
■問い合わせは…
　生涯学習文化課
　☎055（278）1697
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　☎055（277）1762
　午前９時～午後６時
　（日、月、祝日、年末年始を除く）

市男女共同参画推進 
標語・川柳募集
募集内容
　男女共同参画をテーマとした標

語・川柳
応募資格
　市内在住または在勤・在学者
応募方法
・ 郵送、ファックス、電子メール、

持参のいずれか
・ 住所（在勤、在学生は勤務先また

は学校名）、氏名、年齢、電話番
号、作品（未発表の自作に限る）
を記載してください。

※１人何作品でも応募できます。
応募先　市民活動支援課
・ 郵送
　〒400-0192　篠原2610
・ FAX　055（276）7214
・メール　shiminkatsudou@

city.kai.yamanashi.jp　
応募締切
　８月30日（金）
※郵送の場合は当日消印有効
審査・表彰
　市男女共同参画推進委員会委員

が審査します。優秀作品入賞者に
は、賞状と記念品を贈呈します。

・ 応募作品は返却しません。
・ 優秀作品は氏名とともに公表さ

せていただきます。
・ 作品は、氏名を含めて啓発物品

に掲載させていただく場合があ
ります。

■申し込み・問い合わせは…
　市民活動支援課
　☎055（278）1704

遊休農地対策の推進
　 農業従事者の高齢化や減少に伴
い遊休農地の増加が懸念されてい
ることから、農業委員会では農地
の有効利用に向けて、遊休農地の
発生防止・解消を推進しています。

内容
　農地を貸したい人（市街化区域

内の農地を除く）と農地を借り
たい人を結び付けるお手伝いを
します。

※農地の貸し借りを希望される人
やその他詳細は、問い合わせく
ださい。

■問い合わせは…
　農業委員会事務局
　（農林振興課内）
　☎055（278）1707

古布を回収します
　通常「燃えるごみ」として処理し
ている古布類を、次のとおり回収
します。
　回収された古布は、衣類としてそ
のまま再利用されたり、ぞうきん
などにリサイクルされたりします。
　ごみの減量化とリサイクル推進
のため、ご協力をお願いします。
場所・日程
○竜王リサイクルステーション
　６月８日（土）・９日（日）
○敷島リサイクルステーション
　６月15日（土）・16日（日）
○双葉リサイクルステーション
　６月22日（土）・23日（日）
時間　午前７時～午後７時
回収できる古布類
　衣服、スーツ、コート、肌着、靴

下、手袋、マフラー、タオル、ハ
ンカチ、シーツ、布団カバーなど
回収できない古布類
　バッグ、くつ、布製オムツ、着物、

反物、校名や社名が入った服、布
団、毛布、カーペット、カーテン、
帽子

注意事項
①自分で着ることができるまたは

使用することができるきれいな
状態にしてください。

②洗濯ができるものは洗濯をして
ください。

③カビや汚れ、破損のひどいものや
濡れたものは回収できません。

④透明または半透明のビニール袋
に入れてください。

⑤ボタンやファスナーなどの付属
品はそのままで構いません。

※次回の古布回収は10月を予定
しています。

所有地の雑草管理
　土地に雑草が繁茂すると、地域
の美観を損ね、不法投棄や害虫の
発生を誘発します。
　また、道路にはみ出した草が交
通事故の原因や、防犯上の問題と
なることもあります。
　近隣への迷惑にならないよう、
所有している土地の適正な管理を
お願いします。

液肥無料配布・ 
家庭生ごみ受入
　市バイオマスセンターで生成し
た液肥を、次の日時に無料で配布
します。
　農地の管理や家庭菜園などの土
壌活性剤に活用ください。
　また、家庭の生ごみを同日時で
受け入れます。ごみの減量化や循
環型社会形成に向け、ご協力をお
願いします。
日時
○毎週月・金曜日
　午前８時～11時30分
○毎週水曜日
　午後１時～４時30分
場所
　市バイオマスセンター
　（玉幡中学校北側）
※祝日は休み
※液肥を入れる容器（20リットルポ

リタンク等）をご持参ください。

新

敷

双

敷
２

双
公

本

新

敷

双

敷
２

双
公

本

　■問い合わせは…
　　環境課　

新

敷

双

敷
２

双
公

本

　　☎055（278）1706
　　敷島支所市民地域課
　　☎055（277）3113
　　双葉支所市民地域課
　　☎0551（20）3650

本 … 本館　新 … 新館
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学校給食調理員を 
募集します
職種
　学校給食調理員（パートタイム

会計年度任用職員）
勤務場所
　双葉学校給食センター
任用期間
　令和７年３月31日まで
勤務時間
・ 双葉学校給食センター
　午前８時15分～午後４時45分
　（休憩１時間）
※月に２回程度早番有り
※年間勤務日数220日
基本給
　153,483円～ / 月
※通勤手当、賞与有り、共済組合加入
休暇
　有給休暇等有り
※子どもと一緒に夏休みや冬休み

が過ごせます。

申込受付
　履歴書に顔写真を添付して学校

教育課窓口に提出
■問い合わせは…
　学校教育課
　☎055（278）1696

ファミリー・ サポート・
センター会員募集
　市では、共働きや核家族化が進
む中、子育て支援事業として「ファ
ミリー・ サポート・ センター」を
開設しています。
　センターでは「子育ての手助け
を必要とする人（依頼会員）」から
の依頼により、外出時の預かりな
ど、さまざまな用途に応じた支援
活動を行っています。同時に、「子
育てのお手伝いをしたい人（協力
会員）」も募集しています。
　依頼会員、協力会員いずれも事

前の会員登録が必要です。会員間
の交流会も開催していますので、
お気軽にご相談ください。
○依頼会員
対象
　市内在住で生後３か月の乳幼児

から小学６年生までの保護者
利用料金　午前７時～午後７時
　１時間700円
　（２人目の兄弟からは半額）
※土日・祝日と早朝・夜間は１時

間800円
※１回３時間までの利用に対し

て、市から１時間200円の助成
があります。

○協力会員
対象
　自宅や施設での子どもの預かり

が可能で、講習会に参加できる
市内在住者

■申し込み・問い合わせは…
　ファミリー・サポート・センター　

事務局（島上条1248－１）　

■受講対象…市内在住者（共通）
〇親子かご作り教室…小学生と保護者
〇スポーツチャレンジプログラム…小学生（１～３年生は保護者同伴）
■受講料…無料（教材費実費、受講決定後のキャンセルは教材費を負担していただく場合があります）
■申込方法…次のＱＲコードを読み取り、希望の講座を選択し、必要事項を入力して申し込みください→
　１フォーム子ども１人ごとの申し込みです（重複応募は無効）。応募多数の場合は抽選とし、結果は
　当選者のみ入力時のメールアドレスに送信します。
※落選者には連絡しません。
■申込締切…6月11日（火）（締切日以降も定員に満たない場合は申し込み可能です）

講座 /講師（敬称略） 内　容 定員 期間 /時間 教材費 /持ち物

スポーツチャレンジ
プログラム 

（講師：各回専任講師）

スポーツの体験を通して運
動の楽しさやチームワーク
の大切さを学びます。サッ
カー、野球、バレーボール、
軽スポーツ、空手、陸上に
挑戦します。

12 人
７月６日～９月21日の土曜日

【全12回】
午後４時30分～６時

無料 / 飲み物、タオル、
運動のできる室内履き

◇竜王中部公園セミナーハウス　■問い合わせは…☎055（267）6533　 　055（267）6534

講座 /講師（敬称略） 内　容 定員 期間 /時間 教材費 /持ち物

親子かご作り教室
（講師：小田切恵子 ）

クラフトテープを使い編み
方を学び、やはたいぬのか
ごを作ります（館内に見本
あり）。

８組 ６月29日（土）
午前10時～正午

500 円 / 筆記用具、飲
み物

◇敷島公民館　■問い合わせは…☎055（277）4111　　055（277）4212
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な空き家の所有者に、その空き家
情報を登録していただき、市ウェ
ブサイトなどで物件情報を希望者
に紹介するものです。物件の登録
に費用はかからず、市内全域の空
き家が対象です。
　市内に空き家を所有し、売買や
賃貸を検討している人は活用くだ
さい。
○リフォーム補助金
　空き家バンクに登録された物

件の所有者や利用登録者がリ
フォーム工事を行う場合、工事
費用の２分の１の額を補助

補助上限額　100万円
※市内施工業者が工事する総額

20万円以上の工事に限ります。
■問い合わせは…
　商工観光課
　☎055（278）1708

建物や住宅を 
改修・解体するときは
　建物の改築や取り壊しなどによ
り水道管を移設、または撤去する
場合は、工事申請が必要です。

　市指定給水装置工事事業者を通
じ、上下水道工務課に申請し、認可
を受けてください。
　最近、未認可工事による漏水事
故等が多発しておりますので、ご
注意ください（漏水事故等の状況
によっては、損害補償の対象とな
ります）。
　ただし、パッキンの取り替えな
ど軽微な変更の場合、申請は不要
です。
■問い合わせは…
　上下水道工務課
　☎055（278）1670

◇竜王南部公民館　■往復はがき郵送先…〒400–0117　西八幡1976–1　竜王南部公民館
　　　　　　　　　　 ■問い合わせは…☎055（276）0711　 　055（276）0712
講座 /講師（敬称略） 内　容 定員 期間 /時間 教材費 /持ち物

集まれ！料理男子 
（講師：守屋若奈）

誰でも手軽に手作りできるよ
うな、季節の野菜とお肉を一
緒に楽しめるメニューを学び
ます。女性も歓迎です。

12 人
６月21日（金）・28日（金）

【全２回】
午前９時30分～正午

3,000 円 / 手拭きタオ
ル、エプロン、三角巾、
マスク、筆記用具

心の健康講座 
（講師：中北保健福祉事務所 

石川一仁）　

高齢期特有のストレスやそ
の対処法などを学びます。
ストレスチェックなども行
います。

20 人 ６月26日（水）
午前10時～11時 無料 / 筆記用具

講座 /講師（敬称略） 内　容 定員 期間 /時間 教材費 /持ち物

苔を使ったリース作り 
（講師：千野紘子）

身近にある材料と苔を使っ
てリースを作り、清涼感あふ
れる空間を楽しみましょう。

12 人 ６月25日（火）
午後１時30分～３時30分

1,500 円 / 筆 記 用 具、
お手拭き

自彊術体操 
（講師：金田登美子）

呼吸法と全身の関節を動か
すことで、カラダとココロ
がリフレッシュ！自然治癒
力を高めましょう！

12 人
７月10日～ 24日の水曜日

【全３回】
午前10時～11時

無料 / 上履き、動きや
すい服装、ヨガマット、
飲み物

◇双葉公民館　■往復はがき郵送先…〒400–0105　下今井236–2　双葉公民館
	 ■問い合わせは…☎0551（20）3666　　0551（20）3659

講座 /講師（敬称略） 内　容 定員 期間 /時間 教材費 /持ち物

仕事や家庭に役立つ
「整理収納」

（講師：明治安田生命
ＭＹ定期講座講師）

整理する目的や効果、収納テ
クニックなど整理収納に関
する基礎知識や実践的な整
理収納術を学びます。

15 人
６月25日（火）、７月２日（火）

【全２回】
午後1時30分～ 3時

無料 / 筆記用具

敷島地区の
道祖神を学ぼう

（講師：内藤博文）

敷島地区の道沿いに祭られ
ている道祖神や実際に行わ
れている道祖神祭りを映像
等から学びます。

15 人
６月27日（木）、７月４日（木）

【全２回】
 午後1時30分～ 3時

無料 / 筆記用具

◇敷島公民館　■往復はがき郵送先…〒400–0123　島上条1020　敷島公民館
　　　　　　　   ■問い合わせは…☎055（277）4111　　 055（277）4212
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富士川（釜無川）流域 
河川清掃
　富士川流域の水環境の改善と環
境美化・ 河川愛護を目的に、富士
川流域県（山梨、長野、静岡）で河川
清掃が実施されます。
　みなさんの憩いの場でもある信
玄堤を私たちの手できれいにしま
しょう。
　どなたでも参加できますので、
多くのみなさんの参加をお待ちし
ています。
日時　７月６日（土）

　午前６時～（約１時間）
※雨天決行（雨天時は雨具をご持

参ください）
集合場所
　勤労青少年ホーム南側公園内ま

たは釜無川レクリエーションセ
ンター北側森林公園内
事業主体　
　富士川流域連絡会
　（国土交通省、甲斐市ほか流域

21市町村）
持ち物　ゴミばさみ
※軍手、ごみ袋は当日配布します。
※駐車スペースに限りがあるた

め、できるだけ徒歩、二輪車、乗
合等でご参加ください。

■問い合わせは…
　建設課
　☎055（278）1668

空き家バンク登録物件を 
募集します
　市では、空き家を有効活用し、移
住を促進するため、「空き家バン
ク制度」を実施しています。
　この制度は、売買や賃貸が可能

■受講対象…市内在住者および市内に勤務している18歳以上の人
■受	講	料…無料（教材費実費、受講決定後にキャンセルした場合は、教材費を負担していただく場合があります）
■申込受付
 ・郵送：往復はがきの往信面【裏】に①希望講座名②氏名（ふりがな）③年齢④性別⑤住所⑥日中つながる電話番号

を、返信面【表】に住所・ 氏名を明記して申し込みください。応募多数の場合は抽選とし、結果を返信用はがきに
てご連絡します（締切後７日以内に結果が届かない場合は、問い合わせください）。1枚の往復はがきで申し込
みができるのは、１講座１人分です（往復はがき以外の申し込み、重複応募、記入漏れ等は無効）。

 ・申込フォーム：次の QR コードを読み取り、必要事項を入力して申し込みください→
■その他…　　は健康ポイント対象事業です。
■申込締切…６月11日（火）必着 （締切日以降は問い合わせください）

講座 /講師（敬称略） 内　容 定員 期間 /時間 教材費 /持ち物

かごバッグを作ろう！ 
～四畳み編～ 

（講師：宮川ひろ子）

四畳みという編み方を学び、
可愛い小箱と夏にぴったりな
クラフトバッグを作ります

（館内に見本あり）。
※赤・青・紺から希望の色を
　明記してください。

８人
６月28日～７月26日の
金曜日【全５回】
午前９時30分～正午

1,000 円 / マスキング
テープ、洗濯ばさみ（５
個）、はさみ、メジャー、
持ち帰り用の袋

◇竜王中部公園セミナーハウス　■往復はがき郵送先…〒400–0117　西八幡2660　竜王中部公園セミナーハウス
　　　　　　　　　　　　　　　　  ■問い合わせは…☎055（267）6533　　055（267）6534

健

◇竜王北部公民館　■往復はがき郵送先…〒400–0192　篠原2610　竜王北部公民館
　　　　　　　　　　 ■問い合わせは…☎055（276）7511　 　055（276）7290
講座 /講師（敬称略） 内　容 定員 期間 /時間 教材費 /持ち物

アンガーマネジメント講座 
（講師：マナーインストラク

ター　武田富美子）

アンガーマネジメント診断で
自分の怒りのクセを知り上手
な怒り方を身に付けましょ
う。子育て中の保護者も大歓
迎です。

15 人 ６月27日（木）
午後１時30分～３時30分 無料 / 筆記用具

ラベンダー摘み体験＆ 
リース作り 

（講師：森川恵美）

心地よい香り漂うラベンダー
畑で摘み取りを体験し、フレッ
シュラベンダーやユーカリ等
を使ったリースを作ります。
※会場は甲斐梅の里クライン
　ガルテンです。

15 人 ７月４日（木）
午前９時～正午

1,500 円 / 飲み物、タ
オル、花ばさみ、汚れ
ても良い靴、帽子
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合は、口座振替不能通知書（納税
証明書付）を郵送しますので、そ
の通知書で納付してください。
スマートフォン決済アプリ・地方
税お支払サイトで軽自動車税を納
める人
〇領収書、車検用納税証明書は発

行されませんのでご注意くださ
い。なお、納期限７月１日（月）
までに納付が確認できた車両
は、７月中旬に郵送する納税証
明書をご利用ください。

〇納付後すぐに納税証明書が必要
な場合は、収納課または各支所
市民地域課で納めて証明書を取
得してください（納付後２週間
程度は市で納付の確認ができな
い場合があるため）。

※詳細は、次のＱＲ
コードから市ウェ
ブサイトをご覧く
ださい→

■問い合わせは…
　収納課
　☎055（278）1680

狩猟免許取得費の一部を
助成します
　市では、捕獲の担い手を確保す
るため、新たに狩猟免許等を取得
した人に対し、費用の一部を助成
します。
対象
・４月～令和７年２月に狩猟免許

または銃砲所持許可を新規に取
得した人

・ 取得後、狩猟者登録を受け、市内
の有害鳥獣捕獲等の活動に従事
できる人

・ 市内に住所を有し、市税等の滞
納がない人

対象経費
・ 新規狩猟免許取得者の狩猟セミ

ナー受講料
　１人あたり上限　10,000円
・ 新規銃砲所持許可取得者の射撃

教習受講料
　１人あたり上限　35,000円
※４月～令和７年２月に受講した

ものが対象

必要書類
・ 狩猟免状の写し
・ 銃砲所持許可証の写し（第一種

猟銃免許取得者のみ）
・ 狩猟セミナー、射撃講習受講料

領収書の写し、
・ 狩猟者登録証の写し
申請方法　交付申請書等必要な書

類をそろえ、農林振興課窓口に
提出してください。　

申請期日
　令和７年２月28日（金）
■申し込み・問い合わせは…
　農林振興課
　☎055（278）1707

狩猟免許試験の実施
日時
　８月17日（土）・18日（日）
　午前９時20分～午後4時
場所　県立青少年センター　
　（甲府市和戸町1303）
種別　網猟、わな猟、第一種猟銃、

第二種猟銃
受験料
・ 新たに狩猟免許を受けようとす

る場合　5,200円
・ 受験する狩猟免許と異なる狩猟

免許を所持している場合
　3,900円
※県収入証紙でのお支払い
※申込方法などの詳細は問い合わ

せください。
■申し込み・問い合わせは…
　中北林務環境事務所
　☎0551（23）3090

検定満期量水器 
（水道メーター）の交換

　水道メーターの有効期限は計量
法により定められており、期限内
に交換する必要があります。
　このため、市では有効期限が満
了となる水道メーターを無料で交
換しています。
　該当する家庭等には、事前に

「メーター交換のお知らせ」を配布
し、交換の際には市の委託業者が

身分証明書を携行して訪問しま
す。交換作業中はおおむね20分
程度断水します。
　また、メーターボックスの上に
障害物があったり、ペットを近く
につないだり放し飼いにしていま
すと交換の支障となりますので、
水道メーターの周辺の整理にご理
解ご協力をお願いします。
期間　12月まで
対象区域　竜王・ 双葉地区、敷島

地区（簡易水道給水地区）
■問い合わせは…上下水道工務課
　☎055（278）1670

情報公開制度の実施状況
　情報公開制度は、市民のみなさん
が知りたいと思う市の情報（行政文
書）を、他人の個人情報など一部の
公開できないものを除き、みなさ
んの請求に応じて公開（文書の閲覧
や写しの交付）する制度です。
令和５年度実施状況
①情報公開制度
②個人情報保護制度

■問い合わせは…総務課
　☎055（278）1661   

区分 ① ②
請求者数 ８人 ８人
請求件数 ８件 ８件

○実施機関名
市長 ５件 ８件

教育委員会 ２件 ０件
選挙管理委員会 ０件 ０件

公平委員会 ０件 ０件
農業委員会 １件 ０件

固定資産評価
審査委員会

０件 ０件

監査委員 ０件 ０件
市議会 ０件 ０件

○処理状況
全部開示 ３件 ０件
部分開示 ５件 ８件
非開示 ０件 ０件
不存在 ０件 ０件
取下げ ０件 ０件
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■問い合わせは…保険課
　☎055（278）1665

臨時休館のお知らせ
　ご不便をおかけしますが、ご理
解をお願いします。
日程　６月29日（土）
場所　竜王北部公民館
内容　電気工作物総合点検のため
■問い合わせは…竜王北部公民館　
　☎055（276）7511

６月は児童手当の 
支給月です
　６月14日（金）は児童手当の支
給日です。２月から５月分を指定
口座へ振込みます。口座解約、名
義変更等をした場合はご連絡くだ
さい。
※書類不備で受付保留となってい

る人には支給ができませんので

ご確認ください。
■問い合わせは…
　子育て支援課　
　☎055（278）1692

非自発的失業（離職）者の
国民健康保険税の軽減
　解雇や倒産などで職を失った失
業者を対象に、国民健康保険税の
軽減制度があります。
概要（算定方法）
　国民健康保険税は前年の所得に

より算定されますが、非自発的
失業者の保険税を計算する際
に、失業者本人の前年の給与所
得を30/100とみなして計算し
ます。また、高額療養費等の所得
区分の判定も、給与所得（前年）
を30/100として計算します。

対象期間　離職日の翌日からその
翌年度末までの間
対象（次のすべてに当てはまる人）
・ 離職日の時点で65歳未満の人
・ 雇用保険の特定受給資格者（倒

産・ 解雇などによる離職）また
は、特定理由離職者（雇い止めな
どによる離職）

・ 雇用保険受給資格者証または雇
用保険受給資格通知の「離職理
由」欄に次のコードが記載され
ている人
対象コード
○特定受給資格者
　11・12・21・22・31・32
○特定理由離職者
　23・33・34
※軽減を受けるには、必ず届け出が

必要です。雇用保険受給資格者
証または雇用保険受給資格通知
と保険証を持参してください。
申請先
　保険課、各支所市民地域課 
■問い合わせは…保険課
　☎055（278）1665

車検用納税証明書の発行
　令和５年１月から車検時におけ
る車検用納税証明書の提示は原則
不要となりましたが、軽自動車検査
協会で納税確認ができない場合は
証明書の提示が必要となります。
　車検用納税証明書の発行方法は
次のとおりです。
納付書で軽自動車税を納める人
　６月上旬に郵送する納付書に付

いている納税証明書をご利用く
ださい。
口座振替で軽自動車税を納める人
〇口座振替による納付を確認でき

た車両は、７月上旬に郵送する
納税証明書をご利用ください。

〇７月１日（月）・２日（火）に納税
証明書が必要な場合は、市で令
和６年度分の納付が確認できな
いため、口座振替済みであるこ
とが確認できる記帳済の通帳
を、収納課または各支所市民地
域課に持参してください。

　なお、口座振替ができなかった場

所得区分 ５月まで ６月から
①一般（②、③以外の人）
　一部医療機関では420円→450円

食費：460円
居住費：370円

食費：490円
居住費：370円

②住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ 食費：210円
居住費：370円

食費：230円
居住費：370円

③低所得者Ⅰ 食費：130円
居住費：370円

食費：140円
居住費：370円

６月１日から 
食事療養負担額・生活療養負担額が改正されます
　国民健康保険および後期高齢者医療の加入者が入院したときは、
診療や薬にかかる費用とは別に、食事代として１食あたり標準負担
額を自己負担し、差額を保険者が負担しています。
　この度、昨今の食材費等の高騰を踏まえた対応として、１食あた
りの自己負担額が、次のとおり改正されます。

所得区分 ５月まで ６月から
①一般（②、③、④以外の人）

（指定難病患者や小児慢性特定疾患児童）
460円

（260円）
490円

（280円）

②住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ
　（90日までの入院） 210円 230円

③住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ
　（過去１年間で90日を超える入院） 160円 180円

④低所得者Ⅰ 100 円 110 円

〇入院したとき

〇療養病床に入院したとき（１日あたり）
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　　ふるさと納税の返礼品の開発・改良に取り組む協力事業者に、補助金を交付します。
対象事業者
・ 協力事業者
・ 協力事業者となる見込みがあり、市内に事業所を有する事業者（法人または個人）
補助対象事業
・ 特産品を新たに開発する事業
・ 既存の返礼品に新たな付加価値が生じるよう改良し、特産品とする事業
※12月末までに試作品が出来上がる事業が対象です。
補助金額　補助対象経費合計額の３分の２（上限100万円）
※予算額に達した場合、変更になることがあります。
補助対象経費
　謝礼、交通費、消耗品費、印刷費、運搬費、委託料、手数料、原材料費、賃貸料、機材購入費、その他
申請方法　所定の申込用紙に必要事項を記入し、添付書類と併せて提出してください。
申請期限　６月25日（火）まで
※申請後は審査を行い、補助金交付の可否を決定します。
※詳細は問い合わせいただくか、次のＱＲコードから市ウェブサイトをご覧ください→
■申し込み・問い合わせは…経営戦略課
　☎055（278）1678

マイナンバーカードを 
申請すると今なら 
ギフト券がもらえます！
　マイナンバーカード申請サポー
トブースでは、職員が顔写真の撮
影から申請までの一連の手続きを
サポートしています。
○ギフト券プレゼント
　申請サポートブースをご利用い

ただき、必要な書類をご用意の
上でマイナンバーカードを郵送
で受け取られる人には、期間限
定で2,000円分のＱＵＯカー
ドをプレゼントします。

受付時間
・平日
　午前８時30分～午後４時45分
・夜間（毎週火曜日）
　午後６時～７時30分

・休日（月２回：土・日曜日）
　午前10時～11時45分
※夜間・休日は予約制です。
場所　市役所各庁舎
※夜間・休日窓口は竜王庁舎のみ
※予約方法や日程、必要な持ち物

等の詳細は、次のＱＲコードか
ら市ウェブサイト
をご覧ください→

■問い合わせは…
　市民戸籍課　
　☎055（278）1664

市税の納付は便利な
キャッシュレスで
　ＱＲコードが印刷された納付書
は、パソコンやスマートフォンか
らいつでもどこでも納付できます。
対象税目
・ 市県民税（普通徴収）

・ 固定資産税
・ 軽自動車税（種別割）
・ 国民健康保険税（普通徴収）
利用できる主な納付方法
○スマートフォン決済アプリ
　スマートフォン決済アプリから

ＱＲコードを読み取り、納付で
きます。

○クレジットカード
　専用の地方税お支払サイトを利

用し納付できます。
〇ＱＲコードに対応の金融機関窓口
　納付書裏面に記載されていない

金融機関窓口でも納付できます。
※対象のスマートフォン決済アプ

リおよび金融機関等の詳細は、
次のＱＲコードから地方税お支
払サイトをご覧く
ださい→

■問い合わせは…
　収納課
　☎055（278）1680

ふるさと納税特産品開発事業補助金を活用しませんか
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今月の
表紙

市民親善グラウンド・ゴルフ大会
青空の下ドラゴンパークで開催され、280人が参加しました。ロン
グホールで放たれた一打は、力強くホールへと向かっていき、参
加者は期待を込めながら、ボールの行方を見つめていました。

情報カレンダー

2024６ 月
June  

竜王庁舎 ☎055（276）2111　敷島庁舎 ☎055（277）3111　双葉庁舎 ☎0551（28）2211

●甲斐市の人口 ●日本人：75,053 人（＋222）【男性 37,250 人（+145） 女性 37,803 人（+77）】
●外国人：　1,495 人（+53）　●世帯数：35,123（＋289）

76,548 人（＋275）
（令和6年４月末現在）（　）内は前月比

日本ネットワークサービス「テレビ回覧板」
市の生活情報やイベント情報を文字と音声でお届けします。  
［月～日曜日　8:45～、19:15～］

休日・夜間の救急医療連絡先はP13です

ページの見方：黒丸に白字 (例 :P❷) は裏表紙から数えたページ番号。白丸に黒字 (例 :P②) は、表紙から数えたページ番号です
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   竜王南部公民館図書室

○休館日…
●市民相談　午後1:30　双葉庁舎
★１歳６か月児健診　P17

○休館日…
★２歳児健診　P17

○休館日…

○休館日…
●特設人権相談　午前10:00　敷島総合文化会館
★にこにこママルーム　P16

○休館日…
★離乳食教室　P16
★３歳児健診　P17
★３歳児視聴覚・尿検査再検査日　P17

○休館日…
●軽スポーツ教室　午後７：30　敷島体育館

○休館日…
●施設無料開放日…
■７月分学校体育施設随時開放　受付開始
■８月分社会体育施設随時開放　受付開始
　午前8:30　スポーツ振興課、敷島・双葉公民館
★４か月児健診　P17

○休館日…
●司法書士相談　午後1:00　敷島総合文化会館

●甲斐市観光巡回バス　午前10：00

○休館日…

○休館日…
●支部対抗軟式野球大会　午前7：30
　釜無川スポーツ公園
●竜王駅前甲斐てき朝市　午前9:00

釜無川レクリエー
ションセンター

○休館日…
●甲斐市観光巡回バス　午前10：00

○休館日…
★にこにこママルーム　P16
★３歳児健診　P17
★３歳児視聴覚・尿検査再検査日　P17

○休館日…
●軽スポーツ教室　午後７：30　敷島体育館
★１歳６か月児健診　P17
★にこにこママルーム　P16

○休館日…
★にこにこママルーム　P16

※休館中
室

○休館日…
●施設無料開放日…

○休館日…
●甲斐市ちいさな旅　午前9:30　篠原地内
●おもちゃの病院　午後2:00　敷島みなみ児童館

○休館日…
★２歳児健診　P17

○休館日…
★４か月児健診　P17

○休館日…
●行政相談　午後1:30　双葉庁舎
●ボランティア相談日 午後1:30 市社会福祉協議会

○休館日…

○休館日…

○休館日…

○休館日…

○休館日…
■7月分学校体育施設一斉開放受付　午後6:30
■8月分社会体育施設一斉開放受付　午後7:30
　竜王北部公民館

○休館日…

○休館日…

○休館日…

○臨時休館日…竜王北部公民館
○休館日…

○休館日…
●消防団訓練総見　午後7：30　竜王小学校
★もぐもぐ相談　P16
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「ふるさと納税特産品開発事業補助金を活用しませんか」の
詳細は、めくった右ページをチェック  ➡
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補助金額

申請期限

補助対象経費合計額の３分の２（上限100万円）
※予算額に達した場合、変更になることがあります。

６月25日（火）まで

対象事業 12月末までに試作品が出来上がる事業が
対象です。

事業者の
みなさん！

ふるさと納税の
返礼品開発や改良などに
補助金を活用しませんか

ふるさと納税の
返礼品開発や改良などに
補助金を活用しませんか

ふるさと納税の
返礼品開発や改良などに
補助金を活用しませんか

特産品開発

事業補助金

甲斐市

ふるさと納
税
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